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□ 埼玉県坂戸保健所の概要 
 

 

１ 沿 革 
 

昭和５３年９月１日、川越保健所管内北部地域（坂戸市、毛呂山町、越生町、鶴ヶ島 

町、鳩山町）の保健需要の増加に伴い、県下第３番目の保健所支所として対人保健サー 

ビスを充実させるため、川越保健所坂戸支所が開設された（所在地：坂戸市石井２３２ 

７－１）。 

平成３年７月１日、坂戸保健所が発足した。 

平成９年４月１日、入間西福祉保健総合センターが、入間西福祉事務所と坂戸保健所 

相互の連携を強化する組織として設置された。 

平成１１年４月１日に同センターは、地域における福祉、保健及び医療の一層の連携 

を推進するために入間西福祉事務所を統合するとともに、保健所を含む福祉保健総合セ 

ンターとして組織を一本化した。 

平成１８年４月１日には県内保健所の再編に伴い、新たに飯能市と日高市を坂戸保健 

所の管轄区域として加え、併せて飯能分室を設置した。 

平成２２年４月１日には、福祉保健総合センター・保健所の統合再編に伴い、入間西 

  福祉保健総合センター（坂戸保健所併置）は廃止され、併せて坂戸保健所の所管区域か 

  ら飯能市と日高市が分離された。 

 

 

２ 所管区域とその概況 
 

所管区域は、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町及び鳩山町の２市３町からなって 

いる。 

人口は 228,525人、世帯数は 105,571世帯(令和３年１月１日現在）、面積は 158.86 

k ㎡である。 

管内を高麗川、越辺川が西から東へ流れ、東側は肥沃な荒川低地、西側は外秩父山地 

の東縁部に当たり、北側は比企丘陵と変化に富んでいる。 

鉄道は、東武東上線が鶴ヶ島市、坂戸市を南北方向に通り、坂戸市分岐の東武越生線 

 が毛呂山町を通って越生町へ至っている。また、ＪＲ八高線が毛呂山町、越生町を南北 

 方向に通っている。道路は、一般国道 407号が管内交通網の基盤を成しており、関越自 

動車道と首都圏中央連絡自動車道の２本の高速道路が通っている。 

人口構成をみると、0～14歳の年少人口の割合は、県全体の 12.0％に対して管内は 

10.7％と 1.3ポイント低くなっている。一方、65歳以上の老年人口割合は、県全体の 

26.5％に対して管内は 31.3％と 4.8ポイント高くなっている。（令和３年１月１日現在）  

また、管内には、埼玉医科大学、明海大学、城西大学、日本医療科学大学、女子栄養 

 大学、東京電機大学など多数の大学があり、保健・医療関係等の人材育成や学術研究が 

 進められている。 
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市 町 名 総人口（人） 男（人） 女（人） 世 帯 数 面 積 k㎡ 

管   内 228,525 113,759 114,766 105,571 158.86 

坂 戸 市 100,612 50,322 50,290 46,735 41.02 

鶴 ヶ 島 市 69,937 34,653 35,284 31,890 17.65 

毛 呂 山 町 33,178 16,540 16,638 15,888 34.07 

越 生 町 11,352 5,667 5,685 5,038 40.39 

鳩 山 町 13,446 6,577 6,869 6,020 25.73 

(令和３年１月１日埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告)   

 

 

 

 ３ 所管区域図 
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４  組織及び職員（令和３年４月１日現在） 
 

 【組 織】 

  所長       副所長 

 

 

 
  

総務・地域保健推進担当    担当部長１、担当課長２、担当３ 

                         （人事・福利厚生・服務・免許事務・予算・決算 

                           ・歳入・歳出・地域保健医療計画・医務事務・ 

保健医療情報） 

 
 

 

 

保健予防推進担当          担当部長２、担当課長３、担当９（うち会
*
２） 

                        （感染症予防・精神保健・母子保健・栄養 

                          ・健康づくり・難病対策） 

 

 

生活衛生・薬事担当        担当部長１、担当課長１、担当６       

       

 

 

 

 

                                     （食品衛生・環境衛生・薬務・狂犬病予防・献血） 

＊「会」は会計年度任用職員を示す。 

 

 

【職員数】                                                               (人) 

 

所長 副所長 
担当 

部長 

担当 

課長 
主任 

主事･ 

技師 

主 任 

専門員 
専門員 

会計年度

任用職員 
合計 

１ １ ４ ６ ８ ５ ２ １ ２ ３０ 

 

 

 

【職種別職員数】                           (人) 

 

職     種 職員数 職     種 職員数 

 

一 般 事 務 職 １０ 看   護   師 １ 

医              師 １ 管 理 栄 養 士 １ 

薬      剤      師 ４ 精神保健福祉指導職 ２ 

獣      医      師 ３ 動  物  愛 護  職 １ 

保   健   師 ７ 合 計 ３０ 

                                                                 

 



５　人口の概況

（１）　管内の人口の推移及び伸び率 （人、％）

年 昭和60年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

埼 玉 県 5,863,678 6,759,311 6,938,006 7,054,243 7,194,556 7,266,534

管 内 196,987 235,819 235,456 237,210 238,586 235,263

坂 戸 市 87,586 98,221 97,381 98,964 101,700 101,679

鶴 ヶ 島 市 49,381 66,208 67,638 69,783 69,990 70,255

毛 呂 山 町 34,467 39,808 39,711 39,122 39,054 37,275

越 生 町 11,622 13,609 13,718 13,356 12,537 11,716

鳩 山 町 13,931 17,973 17,008 15,985 15,305 14,338

埼 玉 県 100.0 115.3 118.3 120.3 122.7 123.9

管 内 100.0 119.7 119.5 119.5 121.1 119.4

坂 戸 市 100.0 112.1 111.2 113.0 116.1 116.1

鶴 ヶ 島 市 100.0 134.1 137.0 141.3 141.7 142.3

毛 呂 山 町 100.0 115.5 115.2 113.5 113.3 108.1

越 生 町 100.0 117.1 118.0 114.9 107.9 100.8

鳩 山 町 100.0 129.0 122.1 114.7 109.9 102.9

年 令和２年 平成３年

埼 玉 県 7,389,961 7,393,780

管 内 229,713 228,525

坂 戸 市 101,003 100,612

鶴 ヶ 島 市 69,935 69,937

毛 呂 山 町 33,551 33,178

越 生 町 11,567 11,352

鳩 山 町 13,657 13,446

埼 玉 県 126.0 126.1

管 内 116.6 116.0

坂 戸 市 115.3 114.9

鶴 ヶ 島 市 141.6 141.6

毛 呂 山 町 97.3 96.3

越 生 町 99.5 97.7

鳩 山 町 98.0 96.5

（注）１(a)昭和60年・平成７・12・17・22・27年は、国勢調査人口。
　　　　(b)令和２年、令和３年は、「埼玉県町(丁)字別人口調査結果報告」(令和３年1月１日現在)。

　　　２　伸び率は、昭和60年を100として算出した人口の伸び率である。

人
口
の
推
移

伸
　
び
　
率

人
口
の
推
移

伸
　
び
　
率

- 4 -



（２）　管内の年齢階級別人口 　　　　（人、％）

構成比 構成比 構成比
6,648 2.91 3,339 2.94 3,309 2.88
8,277 3.62 4,180 3.67 4,097 3.57
9,630 4.21 4,928 4.33 4,702 4.10
10,853 4.75 5,598 4.92 5,255 4.58
11,867 5.19 6,143 5.40 5,724 4.99
10,364 4.54 5,459 4.80 4,905 4.27
10,419 4.56 5,478 4.82 4,941 4.31
12,139 5.31 6,247 5.49 5,892 5.13
15,474 6.77 8,025 7.05 7,449 6.49
19,397 8.49 10,106 8.88 9,291 8.10
15,921 6.97 8,359 7.35 7,562 6.59
13,147 5.75 6,711 5.90 6,436 5.61
12,957 5.67 6,331 5.57 6,626 5.77
16,503 7.22 7,888 6.93 8,615 7.51
20,851 9.12 9,671 8.50 11,180 9.74
16,103 7.05 7,718 6.78 8,385 7.31
9,913 4.34 4,749 4.17 5,164 4.50
5,158 2.26 2,080 1.83 3,078 2.68
2,161 0.95 621 0.55 1,540 1.34
645 0.28 119 0.10 526 0.46
98 0.04 9 0.01 89 0.08

228,525 100.00 113,759 100.00 114,766 100.00
０～14歳 24,555 10.74 12,447 10.94 12,108 10.55
15～64歳 132,538 58.00 68,457 60.18 64,081 55.84
65歳以上 71,432 31.26 32,855 28.88 38,577 33.61

   資料：埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告（令和３年１月１日現在）

６０～６４
６５～６９
７０～７４
７５～７９
８０～８４
８５～８９
９０～９４
９５～９９

再
掲

年齢

９０～９４歳
９５～９９歳
１００歳以上

合　計

７０～７４歳
７５～７９歳
８０～８４歳
８５～８９歳
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５５～５９歳
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３５～３９歳
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１５～１９歳
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２５～２９歳

女

０～　４歳
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総数 男

15 10 5 0 5 10 15

０～ ４
５～ ９

１０～１４
１５～１９
２０～２４
２５～２９
３０～３４
３５～３９
４０～４４
４５～４９
５０～５４
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６０～６４
６５～６９
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９０～９４
９５～９９
１００～

（千人）

（歳）

男 女
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□  事業概要  

 

  ◆総務・地域保健推進担当◆ 
 

 １ 衛生関係免許件数              令和２年度・管内  

 

免許種別  

新  規  

・  

登  録  

訂  正  

・  

書  換  
再交付  

消除  

・  

抹消  
計  

埼  

玉  

県  

知  

事  

免  

許  

 栄 養 士     ２７３

  
     １４        ２     ０     ２８９  

 調 理 師      ７２ ７ １０      ０      ８９  

 クリーニング師        ２         ０       ０     ０         ２  

 製 菓 衛 生 師        ３         ０       ０      ０  ３  

 准 看 護 師 ２０        ８       ５      ０   ３３ 

 旧 保 健 婦        －         ０       ０      ０         ０  

 旧 助 産 婦        －         ０        ０      ０         ０  

 旧 看 護 婦        －         ０        ０      ０         ０  

 診療ｴｯｸｽ線技師         －         ０        ０      ０         ０  

 登 録 販 売 者     １０         ３       ２     ０       １５  

   小  計    ３８０      ３２       １９      ０ ４３１ 

   他  

知  都  

事  道  

免  府  

許  県  

 准 看 護 師        －         １       １     ０        ２ 

  旧 保 健 婦       －       ０       ０     ０      ０ 

    ０  旧 助 産 婦        －         ０       ０     ０        ０  

 旧 看 護 婦        －         ０        ０     ０        ０

－     小  計         －         １       １     ０         ２ 

厚  

生  

労  

働  

大  

臣  

免  

許  

 医 師      １４       １０        １     ０      ２５  

 歯 科 医 師      ２２       ７        ０     ０     ２９  

 診療放射線技師       ９       ０        ０     ０      ９  

 臨 床 検 査 技 師     １０       １        ０     ０       １１  

 衛 生 検 査 技 師       －  

  
      ０        ０     ０       ０  

 視 能 訓 練 士        １         ２        ０      ０         ３  

 理 学 療 法 士      ２０        ６ 

    
      １     ０  ２７  

    ２９   作 業 療 法 士     ６         １      ０     ０      ７ 

       保 健 師      ３ 

   

    ８ 

   
      １     ０       １２  

 助 産 師     １３ 

    

       ４ 

  
      ０     ０       １７  

 看 護 師    ２０９       ８４       ４     ０     ２９７  

 薬 剤 師      ２５ 

  
     ８        ０ 

 
    ０      ３３  

 管 理 栄 養 士      ２１       ６       ０     ０  ２７  

     小  計     ３５３    １３７      ７     ０ ４９７ 

        合   計     ７３３     １７０      ２７     ０   ９３０ 

 *歯科技工士免許は、平成２７年６月１日から一般財団法人歯科医療振興財団に移管。 

 *各種旧免許及び衛生検査技師の免許については、新たに免許を付与していないため「－」としている。 
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２ 地域保健医療計画の推進 
 
 

    「生涯を通じた健康づくり体制の確立」「質が高く効率的な医療提供体制の確保と医療・介 

 護サービス連携の強化」「安心・安全なくらしを守る健康危機管理体制の構築」を基本理念と 

 した本県の保健医療に関する総合的な計画として、第６次計画に続き、平成３０年３月、新 

 たに第７次埼玉県地域保健医療計画（以下「計画」という。）が策定された。この計画期間 

 は、平成３０年度から令和５年度までの６年間である。 

  併せて、川越市保健所、埼玉県坂戸保健所及び埼玉県東松山保健所の管轄区域（計１４市 

 町村）を圏域とする「川越比企保健医療圏」においても、６本の「圏域別取組」（生活習慣 

 の改善を含む健康づくり対策の推進、歯科口腔保健対策、親と子の保健対策、健康危機管理 

 体制の強化、精神保健福祉医療対策、在宅医療の推進）が策定され、関係機関において対策 

 を推進することとしている。 

 

（１）埼玉県川越比企保健医療圏地域保健医療協議会 

   川越比企保健医療圏における取組及び地域医療構想の実現に向けた取組を推進するため、

  「埼玉県川越比企保健医療圏地域保健医療・地域医療構想協議会（以下「協議会」という。）」 

  を設置している。この協議会は、協議会設置要綱に基づき、当坂戸保健所が事務局を務めて 

  いる。令和２年度の開催状況は、協議会の下部組織である作業部会の開催を含め、次の 

  とおりである。 

      

開  催  日 議     題 

  

 令和2年10月30日（金） 

（出席委員数：40人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和3年2月26日（金） 

（出席委員数：43人） 

書面開催 

 

【埼玉県川越比企保健医療圏地域保健医療・地域医療構想協議会】 

及び【医療機能分化・連携推進部会】 

１ 平成30年度病床機能報告の定量基準分析結果について 

２ 第7次埼玉県地域保健医療計画に基づく病床整備の状況について 

３ 病床機能転換促進事業補助金について 

４ 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について 

５ 埼玉県地域保健医療計画の中間見直しについて 

６ 第7次地域保健医療計画（後期）及び第8期介護保険事業（支援）

計画における在宅医療・介護サービス等の追加的需要へ対応するサ

ービス見込み量の調整について 

７ 令和元年度圏域別計画の取組状況について 

 

【埼玉県川越比企保健医療圏地域保健医療・地域医療構想協議会】 

及び【医療機能分化・連携推進部会】 

１ 令和元年度病床機能報告結果について 

２ 埼玉県地域保健医療計画の中間見直しについて 
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（２）災害医療 

 

      埼玉県における災害時保健医療体制の充実・強化に関する取組方針（平成30年8月16日保 

  健医療部長決裁）に基づき、平成31年2月18日に地域災害保健医療調整会議を設置した。 

   令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、下表の内容にて書面開催 

  した。 

 

開催日時 場 所 内 容 等 

 

令和３年２月16日（火） 

（通知日） 

 

書面による 

開催 

 

１ 災害時医療関係機関情報について 

(1) 市町における医療救護所設置計画の状況等に 

  ついて 

(2) 災害時医療関係機関連絡先一覧（更新版）に 

  ついて 

２ 災害時小児周産期医療体制の構築について 

 

 



3　救急医療

（１）

（２）

坂戸・飯能地区救急医療対策協議会

　飯能市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町における救急医療体
制の整備促進及び関係者との連絡調整等救急医療に関する諸問題を協議するために設置し
ている。
　協議会の委員は、市町の保健衛生部課所長、地区医師会代表者、地区歯科医師会代表
者、第二次救急医療参加医療機関管理者、消防長及び保健所長等から構成されている。
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、令和３年３月９日に書
面開催し、病院群輪番制等について協議した。

坂戸・飯能地区救急医療体制（令和３年５月１日現在）

　　センター）

（小児救命

救急病院・診療所 坂戸地区：３病院
飯能地区：６病院・１診療所

入間地区医師会
飯能地区医師会
坂戸鶴ヶ島医師会

在 宅 当 番 医

飯能地区医師会立
　 休祝日・夜間診療所

病 院 群 輪 番 制 方 式
参加市町数：　４市３町
参加病院数：　９医療機関

休日 夜間

　救急センター）

坂戸鶴ヶ島医師会立
　 休日急患診療所

飯能地区歯科医師会立
　 休祝日緊急歯科診療所

さいたま赤十字病院救命救急センター高度救命救急センター（さいたま市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和５５年７月１７日運営開始

休 日

初 期 救 急
医 療 体 制

第 三 次 救 急
医 療 体 制

第 二 次 救 急
医 療 体 制

休 日 歯 科 診 療 所

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター（川越市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和６２年４月１日運営開始

防衛医科大学校病院救命救急センター（所沢市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成４年９月１日運営開始

第 三 次 救 急
医 療 体 制

（救命救急

埼玉県立小児医療センター小児救命救急センター（さいたま市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年１月１日運営開始

埼玉医科大学国際医療センター救命救急センター（日高市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年６月１２日運営開始

休日夜間
急患診療所

獨協医科大学埼玉医療センター救命救急センター（越谷市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１０年５月１日運営開始

川口市立医療センター救命救急センター（川口市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成６年５月１日運営開始

深谷赤十字病院救命救急センター（深谷市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成４年４月２０日運営開始

埼玉医科大学総合医療センター小児救命救急センター（川越市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月１日運営開始

独立行政法人国立病院機構埼玉病院　救命救急センター（和光市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年５月１日運営開始

自治医科大学付属さいたま医療センター救命救急センター（さいたま市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年４月１日運営開始

さいたま市立病院　救命救急センター（さいたま市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年１２月１日運営開始
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４ 学生実習、研修医の受入れ状況 
 

例年、学生、研修医を受け入れ、保健所の機能、役割を理解するための講義、見学、 

実習等を行っているが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、 

全面的に受入れを中止した。 

 

 （参考）令和元年度の実績 

学    校    名 実 習 期 間 
一人当たり

の実習日数 
人 数 

 西武文理大学 

 看護学部看護学科 
  4/26、5/20～24 ６日 ２人 

 日本医療科学大学 

 保健医療学部看護学科 

  4/26、5/27～31 

        6/3～6/7 
６日 ４人 

 東京家政大学 看護学部看護学科  4/26、10/7～11 ６日 ４人 

 城西大学 薬学部医療栄養学科  4/26、6/11～14 ５日 ２人 

 女子栄養大学 栄養学部実践栄養学科   9/20、9/24～10/4 １０日 ２人 

 獨協医科大学 医学部   10/29～11/1 ４日 ２人 

 明海大学歯学部付属明海大学病院 

 歯科医師臨床研修 
  9/20 １日 ３人 

 埼玉医科大学病院 

 医師臨床研修 
  11/5～8 ４日 １人 

 医療法人関越病院 

 医師臨床研修 
  11/5～8 ４日 ２人 
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５ 保健所別研修       

 

    市町村職員、保健所職員、その他地域の関係職員を対象に、職員の資質の向上を目的とし 

て研修を実施した。 

開催日 内       容 参加者 

令和3年 

 1月28日(木) 

 

 

歯科診療所における院内感染対策研修会 

 歯科診療所における院内感染対策の必要性及びその対処方法

について理解を深め、院内感染対策水準を向上させることを目的

に開催した。なお開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症

緊急事態宣言を受け、オンライン研修も含めた開催に変更した。 

 テーマ：歯科医院における院内感染対策 

     ～現場での安心・安全に作業するためのポイント～ 

 講 師：明海大学歯学部付属明海大学病院 

     総合臨床歯科学分野教授 鈴木正二氏 

 対象者：坂戸保健所管内の歯科診療所に勤務する職員 

 場 所：坂戸保健所 多目的ホール（兼オンライン研修） 

 

歯科診療所 

職員等 

計２１人 

 



６ 　地域医療体制

　（１）医療施設の状況
　　病院は１１施設２，９８７床となっている。また、診療所は一般診療所が
　　１３８施設７７床、歯科診療所が１０８施設となっている。

　　施　　設　　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年３月３１日現在

種別

市町名 総数 一般 療養 精神 結核 感染症

坂 戸 市 5 3 3 0 0 0 68 52

鶴ヶ島市 2 1 1 0 0 0 43 30

毛呂山町 3 3 0 3 0 1 15 16

越 生 町 0 0 0 0 0 0 7 4

鳩 山 町 1 0 1 0 0 0 5 6

管 内 計 11 7 5 3 0 1 138 108

県 計 343 254 119 64 3 12 4,501 3,593

管内計／県計 3.2% 2.8% 4.2% 4.7% 0.0% 8.3% 3.1% 3.0%

一般
診療所

歯科
診療所

　(注)複数の病床種別を有する病院があるため、病院総数と種別病院数の合計が一致しない。

病　　　　　　　　　　院

市町名 総数 一般 療養 精神 結核 感染症

坂 戸 市 432 236 196 0 0 0 39 0

鶴ヶ島市 319 229 90 0 0 0 38 0

毛呂山町 1,926 1,229 0 691 0 6 0 0

越 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0

鳩 山 町 310 0 310 0 0 0 0 0

管 内 計 2,987 1,694 596 691 0 6 77 0

病院種別割合 100% 56.7% 20.0% 23.1% 0.0% 0.2%

県 計 62,837 37,781 11,126 13,718 130 82 2,572 7

病院種別割合 100% 60.1% 17.7% 21.8% 0.2% 0.1%

管内計
／県計 4.8% 4.5% 5.4% 5.0% 0.0% 7.3% 3.0% 0.0%

　(注)病院種別割合は、総数を１００％とするため、種別の数値を調整してある。

　　病　　床　　数（単位：床）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年３月３１日現在

病　　　　　　　　　　院
一般
診療所

歯科
診療所
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　（２）施術所等

施術所数は、令和３年３月３１日現在２７４施設となっている。

市町村別、業務内容別、施術所数

管 内 274                     147                     127                     101                     

坂 戸 市 129                     66                       63                       39                       

鶴 ヶ 島 市 81                       42                       39                       30                       

毛 呂 山 町 45                       30                       15                       19                       

越 生 町 10                       4                         6                         6                         

鳩 山 町 9                         5                         4                         7                         

　（３）立入検査の状況

項　　　目 施術所数 出張専業数

　良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、医療施設
（病院・有床診療所）が医療法その他の法令によって規定された人員及び
構造設備を有し、適正な管理を行っているか等について立入検査を行って
いる。
　令和２年度は、病院１１施設を対象に実施した。

あん摩・マッサージ・
指圧・はり・きゅう

施術所
（再掲）

柔道整復
施術所
（再掲）
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◆ 保健予防推進担当 ◆ 

１ 栄養・健康づくり・歯科保健 

 

（１）栄養指導等  

     健康増進法第１８条及び「行政栄養士業務の基本指針」に基づき、地域住民の健康増進を図   

  るため、専門的栄養指導及び食生活支援を実施した。  

                                                                   令和２年度（人）  

指導対象  

個  別  指  導  延  べ  人  数 集  団  指  導  延  べ  人  数 

栄   養  

(病態別) 

運動 禁煙 その他

  

栄養 運動 禁煙 その他  

乳  幼  児  － － － － －  － － － 

２０歳未満  － － － － － － － － 

２０歳以上  ２  －  １１  ２  ２１１  －  ４１  ０  

合     計  ２  －  １１  ２  ２１１  －  ４１  ０  

 

 

（２）給食施設指導  

    健康増進法２０条及び埼玉県健康増進法施行細則に基づく特定給食施設等の届出受理や健康  

  増進法第２２条に基づく栄養管理指導等を実施した。  

  令和２年度（施設数）  

 特  定  給  食  施  設  その他の給食施設   

計 
１回１００食以上又  

は１日２５０食以上 

１回３００食以上又

は１日７５０食以上 

１回５０食以上又は  

１日１００食以上 

給食施設指導  

延べ施設数 
８９  １７  ３１  １３７  

  

 

（３）栄養関係団体育成  

    保健所管内の栄養関係団体に対し健康づくり活動に関する研修会を開催するとともに、健康  

  づくりに関する普及啓発を目的とした活動を支援した。  

                                       令和２年度  

実 施  内 容  回数 延人数  会員の概要  

坂戸保健所管内地域活動栄養士会 

「れもんの会」(研修会・定例会) 
２     １５ 

保健所管内地域活動栄養士  

１８人  

坂戸保健所管内給食管理者  

研究会(研修会・役員会) 
２  ７９  

事業所・病院・福祉施設等の給食施設   

              ５０施設  
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（４）食育推進事業  

   「食育推進計画（第３次）」の目標値や重点課題を踏まえ、効果的かつ実証可能な事業  

  を実施した。  

 

実施日時  
①令和２年１０月２６日（月） 

②令和２年１２月２２日（火）～令和３年１月２５日（月） 

対  象  者   管内給食施設関係者  

内   容  

①(1)講演「給食施設における調理と減塩対策 ～料理の塩分の見方、考え方～」 

       講師 東洋大学食環境科学部健康栄養学科 教授 辻 ひろみ 氏 

 (2)その他 給食施設で提供している汁物の塩分測定     

②Youtubu によるオンライン研修 

 講演「食事摂取基準の活用と運用 栄養指導、特定給食施設等に活用する」 

 講師 城西大学薬学部医療栄養学科 助教授 加藤 勇太 氏 

参加人数：①２８名 

     ②ＵＲＬ配布数３６施設５１人 視聴回数 １４２回 

 

実施日時  
 ①令和２年９月８日（火） 

 ②令和２年１０月８日（木） 

 

 

 

 

 

対  象  者   管内給食施設の従事者 

内   容  

①講演 「給食施設に求められるHACCPに沿った衛生管理」  

  講師  狭山保健所  食品監視担当  

 講演「望まない受動喫煙をなくすために  今できること」  

  講師  城西大学薬学部  教授  小林  順  氏  

② HACCP研修会  

 講演「給食施設に求められるHACCPに沿った衛生管理」  

  講師  狭山保健所  食品監視担当  

参加人数：①４１名、②１３名 

 

 

（５）健康長寿のための埼玉県地域・職域連携推進事業  

   新型コロナ感染症の流行拡大のため、事業の実施を中止した。  

 

 

（６）受動喫煙対策 

   改正健康増進法の周知を図るとともに、受動喫煙の健康への影響や知識の普及、埼玉県受動  

  喫煙防止対策施設認証制度の取得を促した。 
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  【研修会の実施】 

①給食施設研修会                                                 

日  時：令和2年9月8日(火）13：30～16：00 

場  所：坂戸保健所 多目的ホール 

参加者：給食施設従事者 41名 

内  容：講演 「望まない受動喫煙をなくすために 今できること」 

講  師：城西大学薬学部 小林 順氏   

②働き盛り世代の健康管理研修会（オンライン研修会） 

 日  時：令和2年11月20日(金）～12月7日（月） 

 対象者：事業所総務・福利厚生・健康管理・給食担当、地域活動栄養士 

     URL配布数 176施設、アンケート回収数 102名 

 内  容：講演 「新型コロナウイルス感染症流行期における健康管理」 

 講  師：城西大学薬学部 小林 順氏 

 

 【周知啓発、認証制度取得推進】                                                               

  ①受動喫煙防止対策の周知及び認証習得への働きかけ 

  対象：健康づくり協力店 

  方法：各飲食店を地域活動栄養士が訪問した 

  実績：訪問数 55店舗、認証数 42店舗 

  ②埼玉県条例の周知 

  対象：喫煙可能店 

  方法：郵送で通知 

  実績：131店 

 

 

（７）歯科保健  

   新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、事業の実施を中止した。  
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２ 母子保健 

 
（１）子どもの心の健康相談  

   児童、家族またはその児童に関わる関係者を対象として、小児精神保健医療に関する専門相  

  談を実施している。  

                                                令和２年度  

実施回数  来所実件数  来所延べ件数  来所延べ人員  

１７  ２４ ４１  １７９  

        ＊来所延べ人員に関係者を含む。     

 

    来所者状況（延べ数）                                     

来  

所  

時  

年  

齢 

０～６歳    ０  

 

 

 

相  

 

談  

 

内  

 

容  

行動の問題   ２４  

７～１２歳  ３３  心理的問題     ２  

１３～１５歳   ８  社会化の問題    ２４  

１６歳～    ０  身体化症状     ４  

計  ４１  食行動の問題    ０  

相  

談  

結  

果 

経過観察   ５  排泄の問題    ３  

他機関紹介  １９  睡眠の問題    ０  

対応方法の助言  ２４  習癖の問題    ２  

その他   ０  発達の問題   １６  

 

※ 相談内容及び相談結果は複数該当のた

め合計数はカウントしていない。  

小児期のうつ    ０  

小児期の精神病    ０  

その他の精神病    ０  

 家族機能の問題    ９  

関係者の対応    ０  

その他    １  

 

 

（２）子どもの心のネットワーク事業 

   関係機関の連携の強化、小児精神保健医療に関する情報の収集と共有等を目的に、会議およ  

  び研修会を実施している。  

 

ア  小児精神保健医療推進連絡会議  

                                                                      令和２年度  

開催月日  内          容  参加人数  

令和２年  

12月3日  

意見交換  

 テーマ「発達特性を持つ親子への支援」  
３４名  
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イ  子どもの心の問題に関する研修会  

                                                                         令和２年度  

開催月日  内          容  参加人数  

令和２年  

12月3日  

講演１  

「発達特性を持つ親子への支援」  

  講師 光の家療育センター 医師 鈴木郁子  氏  

 

講演２  

「ケース会議における多職種連携」  

  講師 臨床心理士 菊池礼子  氏  

      鶴ヶ島市教育センター 荒幡光宏 氏  

34名  

 

 

（３）ふれあい親子支援事業 

   育児への不安等を抱える家族に対して臨床心理士、保健師等がチームでグループミーティン

グを行い、良好な親子の関係づくりを目的としている。  

                                                                           令和２年度  

実施回数  来所実人員  来所延べ人数  ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ延べ件数  

１１ 親５  子４  親３０    子１３  ３５件  

     

   関係者向け研修会  

    例年妊娠期からの虐待予防強化事業の研修会とあわせて実施している。        

                                         令和２年度  

開催月日  内   容  参加人数  

  新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止  

 

 

（４）長期療養児教室 

   疾病により長期療養を必要とする児童の療養生活に関する指導や、保護者同士の情報交換等  

  を行ない、長期療養児童の地域における健やかな成長発達を支援することを目的に実施してい  

る。  

 

                                   令和２年度  

開催月日  内     容  参加人数  

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止   
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（５）母子保健連携調整推進会議及び妊娠期からの虐待予防強化事業  

   管内市町および医療機関等の連携強化を目的として開催している。  

                                                                        令和２年度  

開催月日  内   容  参加人数  

令和２年  

６～７月  

第１回母子保健担当者会議 書面会議  

 新型コロナウイルス感染症が感染拡大している状況下  

 での母子保健事業について情報交換  

 

 
第２回母子保健担当者会議  

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 
 

 
妊娠期からの虐待予防強化事業事例検討会等  

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 
 

 

 

（６）不妊治療費助成事業  

   平成１６年４月１日から、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）や男性不妊治療の経済的  

  負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助  

  成している。  

 

  令和２年度申請件数   １５８件  

 

（７）結核児童療育給付 

   骨関節結核、その他の結核にかかっている児童に対して、医療の給付及び学習用品や日用品  

  の支給が行われている。令和２年度の療育給付申請はなかった。  

 

 

（８）相談・指導状況 

 ア 訪問指導                                                        令和２年度  

 妊婦 産婦 新生児  未熟児  乳児 幼児 学齢期  計 

訪問 

実人員  －  －  －  －  －  １  ―  １  

延べ人員  －  －  －  －  －  １  ―  １  

   

 イ 保健指導                                                        令和２年度  

 妊婦 産婦 乳児 幼児 学齢期  計 

保健指導  

実人員  －  －  １  ４  ３３  ３８  

延べ人員  －  －  ５  ８  ７０  ８３  

    

    ウ 電話相談  

              延べ人員 ５５０人  
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３ 難病対策 

 

（１）指定難病等医療給付事業受給者状況  

   「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成２７年１月から施行され、医療費助成制  

  度が変更になった。  

原因が不明で治療方法が確定していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾

病を「指定難病」といい、県単独の指定難病等ともに医療給付を行い、適正な医療の普及と患

者の医療費の負担軽減を図っている。  

 

                        令和３年３月３１日現在  

 管内  坂戸市  
鶴ヶ  

島市  

毛呂  

山町  

越生

町  

鳩山

町  

国指定難病  1,639 776 476 296 112 120 

県指定難病  5 2 3 1 1 0 

特 定 疾 患 3 0 3 0 0 0 

計  1,790 778 482 297 113 120 

                          

 

（２）小児慢性特定疾病医療費助成制度受給者状況  

   児童福祉法第１９条の２に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病の医療にかか  

  る費用の一部を県が助成し、児童等の家庭の医療費の負担軽減を図るもので、平成２７年１月  

  から医療費助成制度が変更になった。  

   

    令和２年度受給者数  

疾患 

番号 疾患名  管内  坂戸市  鶴ヶ島市  毛呂山町  越生町  鳩山町  

 １  悪 性 新 生 物 38 19 12 4 1 2 

 ２  慢 性 腎 疾 患 15 5 5 2 0 3 

 ３   慢 性 呼 吸 器 疾 患 13 5 6 2 0 0 

 ４  慢 性 心 疾 患 56 30 18 4 0 4 

 ５  内 分 泌 疾 患 49 30 12 5 1 1 

 ６  膠 原 病 6 4 2 0 0 0 

 ７  糖 尿 病 21 9 7 1 1 3 

 ８  先 天 性 代 謝 異 常 1 0 1 0 0 0 

 ９  血 液 疾 患 6 2 2 1 0 1 

 10  免 疫 疾 患 3 3 0 0 0 0 

 11  神 経 ・ 筋 疾 患 11 2 5 3 1 0 

12  慢 性 消 化 器 疾 患 17 9 6 2 0 0 

13 
 染色体または遺伝子に 
 変 化 を 伴 う 症 候 群 4 1 1 2 0 0 

14  皮 膚 疾 患 1 0 0 1 0 0 

15  骨 系 統 疾 患 1 1 0 0 0 0 

16  脈 管 系 疾 患 0 0 0 0 0 0 

  合 計 242 120 77 27 4 14 
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（３）先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付受給者状況  

                                             令和３年３月３１日現在 

疾患 

番号 
疾  患  名 管 内 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 鳩山町 

９９ 先天性血液凝固因子欠乏症  10 5 3 1 1 ０ 

 

 

（４）相談・指導状況  

                              令和２年度  

 指 定 難 病 小児慢性特定疾病  血液凝固因子欠乏症等            

相  

談 

実 人 員 １，１２４          ２５２  ４ 

延べ人員  １，２１９          １０９           ４  

訪  

問 

実 人 員     ３        ０           －  

延べ人員      ３        ０           －  

 

 

（５）医療講演会・研修会  

例年、患者・家族・支援者が、疾病を理解し、より良い療養生活を送ることを目的に研

修会を計画している。  

                    令和２年度  

開催日  内     容  参加人数  

 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止   

 

 

（６）患者・家族会  

管内ＡＬＳ患者家族会「すみれの会」への支援を行った。月１回、学習会や情報交換・レク

リェーション等のプログラムを作成し自主的に活動している。  

                                    令和２年度  

グ  ル  ー  プ  名  開 催 回 数  参加人数（延べ）  

す み れ の 会 ５  ５３  

 

 

（７）難病対策地域協議会  

   難病患者への支援体制の整備を図るため、平成２９年度から川越比企保健医療圏の難病対

策地域協議会を開催している。  

                                   令和２年度  

開催日  内     容  参加人数  

 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止   
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４ 原子爆弾被爆者対策 

  広島市、長崎市への原子爆弾投下による被爆者手帳所持者に対し、医療費支給及び健康管  

 理手当等の各種申請の受理を行った。  

    

各 種 手 当 等 申 請 件 数    ７ 件 

 

 

５ 石綿健康被害の救済 

  石綿による健康被害を受けた本人又はその遺族のうち、労災補償等の対象とならない者に対し  

 迅速な救済を図ることを目的として、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、救  

 済給付の支給を行っている。  

  対象となる疾病は、従前からの①石綿による中皮腫、②石綿による肺がんに加え、平成２２

年７月１日から③著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、④著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸

膜肥厚が追加になった。  

なお、この制度の開始（平成１８年３月２７日）以前に、これらの疾病のいずれかで死亡した

遺族についても、給付の請求をすることができる。  

 

令和２年度  

 相 談  申請書受付  

３件  ０件 
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6 感染症対策 

  平成１１年４月１日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（感染  

 症新法）が施行され、一～五類感染症に類型化された。  

  平成１９年３月３１日に結核予防法が廃止され、同年４月１日から、結核は二類感染症となっ  

 た。   

  令和２年１月２８日に新型コロナウイルス感染症が、指定感染症と定められた。令和３年２月  

 １３日から、指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更になった。  

 

（１）感染症発生届及び健診等の状況  

 

ア   感染症発生届の状況  

                         令和２年度  

類   型  届出件数  備 考  

一類感染症       ０  

二類感染症      １７ 届出は、全て結核  

三類感染症       １  

四類感染症       ７  

五類感染症      １３  

指定感染症・新型インフルンザ等感染症     ８６６ 新型コロナウイルス感染症  

 

 

 

（２）エイズ及びその他の性感染症対策 

   エイズ・性感染症対策推進のため、保健所では相談窓口を設け、電話相談等に応じるととも  

  に、平日の月２回ＨＩＶ抗体検査とその他の性感染症検査を実施している。  

      また、ＨＩＶ抗体検査については、より多くの人が受診しやすいように、夜間に月１回実施

している。  

 

ア 相談件数  

                               令和２年度  

相談件数  

内  訳（件数）  

面 接  電 話  

     １８９          ２４           １６５  
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イ HIV 抗体・その他の性感染症検査実施状況  

                  令和２年度  

検査項目  
検 査 件 数  陽  性  件  数  

備 考  
計 男性 女性 計 男性 女性 

ＨＩＶ  

夜間ＨＩＶ（再掲） 
８  

（０）  

４  

（０）  

４  

（０）  
０  ０  ０  

 

梅毒 ８  ４  ４  ２  ０  ２   

クラミジア  ８  ４  ４  ０  ０  ０   

ＨＢＶ  ８  ４  ４  ０  ０  ０   

ＨＣＶ  ８  ４  ４  ０  ０  ０   

 

 

（３）結核対策 

    

    ア 管理検診及び接触者健診状況  

      結核登録患者で、医学的状況を把握する必要のある者及び感染性結核患者の家族及び  

    接触者に対し、健康診断を実施している。  

                                                                   令和２年度（人）  

項     目  
受診  

者数 

ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ 

反 応 
IGRA検査  

直接  

撮影 
喀痰 

健診結果  

患者  

発見数  

潜在性結核感

染症発見数  

管理検診    ３４(７) － －  ７(７) １  ０ － 

接触者健診  ８７(１６) ５（５） １３７(７) １６(１６） １ １  ２ 

   ※ （ ）は受診券利用者再掲  

 

  イ 新登録患者数  

   (ｱ) 年齢別、市町別  

                                   令和２年１月１日～令和２年１２月３１日（人）  

項   目 管  内 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越  生  町 鳩  山  町 

計 １７  ２  １０  ３  ２  ０  

０ ～ ９歳 ０  ０  ０  ０  ０  ０  

１０～１９歳 １  ０  １  ０  ０  ０  

２０～２９歳 ２  ０  ２  ０  ０  ０  

３０～３９歳 ２  ０  １  １  ０  ０  

４０～４９歳 ０  ０  ０  ０  ０  ０  

５０～５９歳 １  ０  ０  ０  １  ０  

６０～６９歳 ４  ０  ４  ０  ０  ０  

７０歳～   ７  ２  ２  ２  １  ０  

    

 

 

（潜在性結核感染症、非結核性抗酸菌症は除く。）  
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  (ｲ) 感染性分類、市町別  

                                  令和２年１月１日～令和２年１２月３１日（人）  

項       目  管   内  坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 鳩山町 

計 １７  ２  １０  ３  ２  ０  

喀痰塗抹陽性  ７  １  ４  １  １  ０  

その他菌陽性  ５  １  １  ２  １  ０  

菌 陰 性 ２  ０  ２  ０  ０  ０  

肺  外  結  核  ３  ０  ３  ０  ０  ０  

                                 （潜在性結核感染症、非結核性抗酸菌症は除く。）    

 

ウ 結核登録患者数  

                                                 令和２年１２月３１日末現在（人）  

  

総数 

     肺結核活動性  
 

肺外結核  

活動性  

 

不活動性

結核  

 

活動性  

不明 

登録時  

喀痰塗  

沫陽性  

登録時  

その他の  

菌陽性  

登録時  

菌陰性・  

その他  

管 内  ３５  ６  ４  ４  ２  １９  ２  

坂 戸 市 ９  ０  １  ０  ０  ７  １  

鶴ヶ島市  １３  ４  １  ２  ２  ３  １  

毛呂山町  ８  １  １  ０  ０  ６  ０  

越 生 町 ３  １  １  ０  ０  １  ０  

鳩 山 町 ２  ０  ０  ０  ０  ２  ０  

                                      （潜在性結核感染症、非結核性抗酸菌症は除く。）    

 

  エ 結核に関する個別支援  

   (ｱ) 相談・訪問指導状況  

                                                                    令和２年度  

相談 
訪問指導  

電話  

（延べ人員）  

来所  

（延べ人員）  実人員  （再掲）DOTS 延べ人員  （再掲）DOTS 

１８４  ２２  ６  ２  １７  ６  

                                                 DOTS：服薬支援を軸とした患者支援  

 

   (ｲ) 地域ＤＯＴＳカンファレンス  

   服薬支援を実施するにあたり、患者の中断リスクを評価し、支援内容について検討  

  している。  

                                    令和２年度  

開催回数  
支援区分別対象者数  Ａ：原則毎日支援を要す  

Ｂ：週１回程度の支援を要す  

Ｃ：月１～２回程度の支援を要す  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

７回  ０  １  ２２  
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７ 肝炎対策事業 

 

（１）肝炎治療医療費助成制度  

    埼玉県肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づき、平成２０年４月から医療費助成制度が開始

された。  

 

  肝炎治療医療費助成申請件数                         令和２年度  

 坂戸市  鶴ヶ島市  毛呂山町  越生町  鳩山町  合 計  

３剤併用療法を除くインター

フェロン治療（新規申請）  
０  ０  ０  ０  ０  ０  

３剤併用療法を除くインター

フェロン治療（２回目申請）  
０  ０  ０  ０  ０  ０  

インターフェロンフリー治療  

（新規申請）  ７  １１  ８  ５  ３  ３４  

インターフェロンフリー治療  

（再治療申請）  
０  ０  １  ０  ０  １  

新 規 申 請 （ 核 酸 ア ナ ロ グ 製

剤）  
８  ５  ３  ０  ０  １６  

更 新 申 請 （ 核 酸 ア ナ ロ グ 製

剤）  
５７  ２３  １５  １２  １０  １１７  

合  計  ７２  ３９  ２７  １７  １３  １６８  

 

 

 

（２）肝炎対策推進事業（重症化予防事業）  

 

                            令和２年度（件数）  

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ主体  坂戸市  鶴ヶ島市  毛呂山町  越生町  鳩山町  
埼玉医  

科大学  
保健所  

初 回 精 密 検 査 費

用助成  
２       ２  

定 期 検 査 費 用 助

成  
８  ３  ９  ２    ２２  

 

 

（３）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業  

                        令和２年度（件数）  

坂戸市  鶴ヶ島市  毛呂山町  越生町  鳩山町  合計  

   ０   ０  
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8 精神保健福祉 

  保健所が実施する精神保健福祉事業は、ここ数年大きく変化してきている。従来は、統合失調  

症を中心とした疾病理解や、障害者の地域活動の拡大など普及や啓発に力点を置いた事業を展開

してきたが、生活環境・社会構造の変化や、諸外国にも例を見ない急速な少子高齢化を迎え、ラ

イフサイクルに適応した事業展開が求められている。  

  また、国、県及び市町村は、全国の自死者年間約 2 万人という状態を重要な問題として捉え、

「自死者ゼロ」を目指して様々な取組を実施してきている。  

 平成 30年度より埼玉県の新規事業として、措置入院者が退院後も継続して医療等の支援が受け

られるよう支援体制を整備し、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、「措置入院者退院後支

援事業」を開始した。  

 また、平成 20 年度から開始している「精神障害者地域移行・定着支援事業」は、平成 30 年度

から「埼玉県精神障害者を地域で支えるシステム構築事業」として地域支援体制整備を目的に含

めて実施している。  

  平成 22 年度の県内保健所再編に伴い、川越市保健所管内における精神保健福祉法第 27 条及び

29 条等（精神障害者の措置入院に関すること）に関する業務などが坂戸保健所の業務となってい

る。  

 

 

（１）措置入院者退院後支援事業    

                                        令和 2 年度  

 事業名  開催月日  内    容  参加人数  

措置入院者退院後支援

事業（代表者会議）  

※メール等を用いた会

議  

令和2年 

11月 

・事例紹介 

 「坂戸保健所における措置入院者の退院後の  

  生活支援の現状と課題」 

・埼玉県及び坂戸保健所における休日夜間の精  

  神科救急の現状と課題 

・地域共生社会の実現と精神障害にも対応した  

  地域包括ケアシステムついて  

45機関 

措置入院者退院後支援

事業（調整会議）  
随時  

退院後支援について訪問、面接、会議の実施  

実施対象：4名  
21名 
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（２）精神障害者を地域で支えるシステム構築事業  

                                        令和 2 年度  

事業名  開催月日  内    容  参加人数  

精神障害者地域支援

体制構築会議  

※メール等を用いた

会議 

令和2年 

5月20日 

～同年 

7月17日  

・事業予定について 

・メンタルヘルス講演会について 

・精神障害者に対応した地域包括ケアシステムに 

 ついて 

対象：医療機関、保健、福祉などの代表者  

38機関 

令和2年 

11月 

・事例紹介 

 「坂戸保健所における措置入院者の退院後の  

  生活支援の現状と課題」 

・埼玉県及び坂戸保健所における休日夜間の精  

  神科救急の現状と課題 

・地域共生社会の実現と精神障害にも対応した  

  地域包括ケアシステムついて  

・精神障害者に対応した地域包括ケアシステムに  

 ついて（市町村の協議の場）  

対象：医療機関、保健、福祉などの代表者 

45機関 

人材育成研修  

※書面開催  

令和2年 

11 月 

・事例紹介 

 「坂戸保健所における措置入院者の退院後の  

  生活支援の現状と課題」 

・埼玉県及び坂戸保健所における休日夜間の精  

  神科救急の現状と課題 

・地域共生社会の実現と精神障害にも対応した  

  地域包括ケアシステムついて  

・精神障害者に対応した地域包括ケアシステムに  

 ついて（市町村の協議の場）  

対象：医療機関、保健、福祉などの代表者  

20 機関  

 

 

（３）市町、関係機関等との会議・研修等  

  管内関係機関との連携強化を目的に、メール等を用いて坂戸保健所管内精神保健福祉連絡会  

 議を開催した。  

                                   令和 2 年度  

事業名  開催月日  内    容  参加人数  

精神保健福祉連絡  

会議  

※メール等を用いた

会議  

令和2年 

5月20日 

～同年 

7月17日  

・事業予定について 

・メンタルヘルス講演会について 

・精神障害者に対応した地域包括ケアシステムに 

 ついて 

※精神障害者地域支援体制構築会議と同時開催  

12機関 
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（４）自殺・うつ予防対策  

   自殺対策基本法に基づき、自殺予防・うつ対策に必要な知識を深め、地域ぐるみで心の健康  

  づくりに取り組むため、住民を対象に市町と共催して講演会を例年開催している。令和 2 年度  

  は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止した。  

      また、自殺対策に関する正しい理解と知識の普及を促進するため、（削除）管内各市町開催

の自殺対策予防計画策定委員会等へ出席した。  

                                  令和 2 年度  

事業名  開催日時  内容  延べ参加者  

メンタルヘルス講演会  

（管内市町と共催）  
― 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の  

ため中止 
― 

 

 

（５）精神保健相談及び訪問指導   

    面接及び電話等相談は、保健師と精神保健福祉相談員が随時対応している。  

    訪問指導は、家族や本人の了解を前提に、本人の病状並びに家庭や生活環境の実態を把握し、  

 受診や療養、社会復帰や生活支援等について助言指導を行っている。  

 

                         令和 2 年度（件） 

面 接 相 談  電話  

相談 
訪   問   指   導  

 

実  

 

人  

 

員 

 

延  

 

べ  

 

人  

 

員 

延 べ 人 員 内 訳  
 

延  

 

べ  

 

人  

 

員 

 

実  

 

人  

 

員 

 

延  

 

べ  

 

人  

 

員 

延 べ 人 員 内 訳  

老  

人  

精  

神  

保  

健 

社  

会  

復  

帰  

 

ア  

ル  

コ  

｜  

ル 

薬  

 

物  

 

 

 

ギ  

ャ  

ン  

ブ  

ル  

思  

春  

期  

 

 

健  

康  

づ  

く  

り 

摂  

食  

障  

害  

そ  

の  

他  

 

 

老  

人  

精  

神  

保  

健 

社  

会  

復  

帰 

ア  

ル  

コ  

｜  

ル 

薬  

 

物  

 

 

ギ  

ャ  

ン  

ブ  

ル  

思  

春  

期  

 

健  

康  

づ  

く  

り 

摂  

食  

障  

害  

そ  

の  

他 

22 33 0 9 2 0 1 0 19 0 2 335 7 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

 

 

（６）ひきこもり相談  

    ひきこもりの状態にある本人及び家族からの相談に、保健師並びに精神保健福祉相談員等が  

 随時相談に応じている。また、随時相談で受け付けた相談の中から、専門的な相談が必要と判  

 断された場合、臨床心理士等が相談に応じている。  

    当保健所は、ひきこもりの方を持つ家族を対象とした家族の集い（マロウドの会）への支援  

 を継続的に行っており、マロウドの会と共催で自主講演会を毎年実施している。  

また、平成 23 年度からは、ひきこもり当事者の自主的なグループ活動（まどべクラブ）

も開催されている。  
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                               令和 2 年度  

内容 件数 

ひきこもり随時相談  来所 1 電話 9 訪問 0 

ひきこもり専門相談
 回数  延べ参加者  

4  8名 

ひきこもり家族教室（マロウドの会）  7 98名 

当事者の集い（まどべクラブ）  4 27名 

講演会（マロウドの会と共催）  

「ひきこもり」「不登校」の子どもを持つ親の

自助グループであるマロウドの会と共催で、

同じ悩みを持つ当事者や家族、支援者を対象

に講演会を実施した。  

日時 令和 2 年 11 月 1 日 13:30～15:45 

講演 「家族支援を通じた本人対応」 

講師 丸山 康彦 氏 

   ヒューマン・スタジオ代表／相談員 

参加者 60 名  

ひきこもりグループ相談  

定例のひきこもり家族教室へ、助言者を招い

てのグループ相談や学習会を実施した。  

日時 ①令和 2 年 12 月 14 日 13:30～16:00 

  ②令和 3 年  3 月 16 日 10:00～12:00 

参加者 ①  6 名  

    ②16 名  

 

 

（７）申請・通報等  

    措置入院とは、精神疾患によって自傷他害のおそれのある者を 2 人以上の精神保健指定医の  

  診察の結果、入院治療の必要があると診断された場合に入院させるものである。  

     精神医療には、疾病の性格上、本人の意志に反しての入院が少なくないために精神保健福祉  

  法で人権に対する格段の配慮が定められている。  

    平成 22 年度から、川越市保健所管内で発生した精神保健福祉法第 22 条から第 26 条 2 項等  

  の申請・通報等は坂戸保健所が対応することとなっている。  

                         令和 3 年 3 月 31 日現在 （件）  

区   分
 

申請・通報件数
 

指定医の診察
    診  察  結  果  

非該当  該当 

計 115 52 14 38 

２２条   0 － － － 

２３条  101 48 14 34 

２４条   5  4  0  4 

２６条    9  0 － － 

２６条の２   0 － － － 

               （埼玉県精神科救急情報センター対応事例を含む）  
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9 保健師現任教育 

（１）県・市町保健師連絡調整会議  

   令和２年度「県・市町村保健師連絡調整会議」開催要領に基づき、保健師の資質向上  

  を図り、県民の健康福祉サービスの向上に寄与することを目的に会議を実施している。  

                                 令和２年度  

開催日  内    容   

 令和２年  

 ６月  

地域別会議（メール会議）  

・保健師の配置状況  

・現任教育の現状と課題  

 

 

 

（２）新任期・中堅期保健師研修会  

   新任期及び中堅期の保健師を対象に、保健師の資質向上を目的に研修を実施している。  

                                  令和２年度  

開催月日  内    容  参加人数  

  

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止   

 

（３）地域診断及び事業評価研修 

   狭山保健所圏域内（狭山、東松山、坂戸保健所管内）市町村及び保健所の保健師を対象  

  に、実践的な事業評価に取り組めるよう研修会を実施している。  

                                  令和２年度  

開催日  内    容  参加人数  

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止   
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◆生活衛生・薬事担当 ◆ 
 
１ 医薬品・血液等の安全確保 

（１）薬務関係施設数及び監視状況 

医薬品等や毒物劇物は、安全・有効で、一定の品質が保持され、かつ、適正に供給さ 

れなければならない。そのため、販売業者、使用者等に随時立入検査を行い、不良品、 

不正表示品等を排除し、これらによる危害の防止を図った。 

 令和２年度 

業        種 施設総数 新 規 数 更新数 監 視 数 

合        計 ７４０ ３９ ５４ １８５ 

薬 局 １１３ ６ １７ ７０ 

医薬品製造業（薬局） ７ ０ ０ ３ 

医薬品製造販売業(薬局) ７ ０ ０ ３ 

小              計 ５１６ ２７ ２５ ８２ 

医

薬

品

等

販

売

業 

店 舗 販 売 業 ４４ １ ６ １０ 

卸 売 販 売 業 ８ １ １ ２ 

再生医療等製品販売業 １ ０ １ ０ 

高度管理医療機器販売業 １１３ １０ １２ ５１ 

高度管理医療機器貸与業 ４８ ５ ５ ９ 

管理医療機器販売業 ２９０ １０ － １０ 

管理医療機器貸与業 １２ ０ － ０ 

 

毒 

 

物 

 

・ 

劇 

 

物 

製 造 業 １５ ０ ６ ８ 

輸 入 業 ４ ０ ０ ２ 

販 

売 

業 

計 ６４ ６ ６ １７ 

一 般 販 売 業 ５６ ５ ５ １６ 

農業用品目販売業 ８ １ １ １ 

特定品目販売業 ０ ０ ０ ０ 

業 務 上 取 扱 者 １ ０ － ０ 

特 定 毒 物 研 究 者 ５ ０ － ０ 

特 定 毒 物 使 用 者 ８ ０ － ０ 
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（２）麻薬・覚醒剤関係 

麻薬・覚醒剤等による保健衛生上の危害を防止するため、医療用又は研究用に使用 

される麻薬等を取り扱う者の免許・許可を行い、また、関係施設に対し報告を徴し立入 

検査を実施した。 

また、これらの薬物の乱用を防止するために埼玉県坂戸保健所管内薬物乱用防止指導 

員協議会と協力して、研修会、啓発活動を行った。 

 

麻薬取扱者数                         令和２年度 

計 卸売業者 小売業者 研 究 者 管 理 者 施 用 者 

１,５６３        ３    ２１９        １１      ６７  １,２６３ 

 

麻薬取扱施設                           令和２年度 

 計 卸売販売業 薬 局 病 院 診療所 飼育動物診療施設 研究施設 

施設数 ４０７ ３ ２１９ ３４ １０７ ３３ １１ 

監視数 １５１ ４ １１５ ２０ ６ ４ ２ 

 

 

   ※  埼玉県坂戸保健所管内薬物乱用防止指導員協議会 

       平成２２年６月に設立され、埼玉県知事から委嘱を受けた薬物乱用防止指導員３０人で構成さ 

   れている。  

 

     啓発活動の状況                                 令和２年度 

 

事     業 
指導員対象 

研 修 会 

指導員実施 

講 習 会 
街頭啓発活動等 

実 施 回 数 ２ ８ ３２ 

参 加 人 員 等 ６０ ２，７２０ ３，６８０ 

 

 

（３）献血推進事業 

        良質で安全な血液の安定的な確保のため、需要に見合った採血計画の基に、献血の推

進を図った。 

         

  市町別献血事業実績（移動採血車による）               令和２年度 

 

項 目 管 内 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 鳩山町 

献血者数 ２，３０２ ７００ １，００５ ４３２ ９５ ７０ 
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２ 食品の安全性の確保 
（１）食品衛生関係営業 

  ア 食品衛生法に基づく許可施設数                 令和２年度 

 
項      目 

施設数 

（業種） 

許 可 数 

新 規 更 新 計 

合      計 ３，１１４ ２１６ ３６０ ５７６ 

飲 食 店 営 業 １，７７７ １３０ ２１４ ３４４ 

内 

 

 

訳 

(一 般 食 堂 ･ﾚｽﾄﾗﾝ等 ) ４２１ ４３ ５３ ９６ 

(仕出し屋･弁当屋 ) ５１ ３ １０ １３ 

(旅       館) １３ ０ ２ ２ 

( そ の 他 ) １，２９２ ８４ １４９ ２３３ 

喫 茶 店 営 業 ２０４ ６ １９ ２５ 

菓 子 製 造 業 ２２１ １３ ３３ ４６ 

あ ん 類 製 造 業 ０ ０ ０ ０ 

アイスクリーム類製造業 ０ ０ ０ ０ 

乳 処 理 業 ０ ０ ０ ０ 

特別牛乳さく取処理業 ０ ０ ０ ０ 

乳 製 品 製 造 業 ０ ０ ０ ０ 

集 乳 業 ０ ０ ０ ０ 

乳 類 販 売 業 ３５６ １４ ３７ ５１ 

食 肉 処 理 業 １１ ２ １ ３ 

食 肉 販 売 業 ２３３ ２７ ２６ ５３ 

食 肉 製 品 製 造 業 ４ ０ ０ ０ 

魚 介 類 販 売 業 ２１５ １９ ２３ ４２ 

魚 介 類 せ り 売 営 業 ０ ０ ０ ０ 

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業 １ １ ０ １ 

食品の冷凍又は冷蔵業 １７ ０ １ １ 

食 品 の 放 射 線 照 射 業 ０ ０ ０ ０ 

清 涼 飲 料 水 製 造 業 ３ ０ ０ ０ 

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 ０ ０ ０ ０ 

氷 雪 製 造 業 ０ ０ ０ ０ 

氷 雪 販 売 業 ３ ０ １ １ 

食 用 油 脂 製 造 業 ０ ０ ０ ０ 

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮ-ﾄﾆﾝｸﾞ製造業 ０ ０ ０ ０ 

み そ 製 造 業 ９ ０ ０ ０ 

醤 油 製 造 業 １ ０ ０ ０ 

ソ ー ス 類 製 造 業 ２ ０ ０ ０ 

酒 類 製 造 業 ３ ０ ０ ０ 

豆 腐 製 造 業 １１ １ １ ２ 

納 豆 製 造 業 １ ０ ０ ０ 

め ん 類 製 造 業 １６ ２ ２ ４ 

そ う ざ い 製 造 業 ２２ １ ２ ３ 

缶詰又は瓶詰食品製造業 ２ ０ ０ ０ 

添 加 物 製 造 業 ２ ０ ０ ０ 
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  イ 食品衛生に関する条例に基づく許可施設数 

令和２年度 

 
項      目 

施設数 

（業種） 

許 可 数 

 新 規 更 新 計 

合       計 ５５３ ２０ ７６ ９６ 

菓 子 種 製 造 業 １ ０ １ １ 

こ ん に ゃ く 類 製 造 業 ７ ０ ２ ２ 

つ け 物 製 造 業 ４９ ０ ９ ９ 

魚 介 類 加 工 業 ５ ３ ０ ３ 

食 料 品 販 売 業 ４８７ １７ ６４ ８１ 

魚 介 類 行 商 ０ ０ ０ ０ 

食 料 品 行 商 ４ ０ ０ ０ 

豆 腐 行 商 ０ ０ ０ ０ 

 

 

  ウ 許可を要しない食品営業等施設数 

                         令和２年度 

 
項      目 

施設数 

（業種） 
届出数 

合         計 ３１０ ２２ 

給 食 施 設 小 計 １５１ １７ 

内 

 

 

訳 

学 校 ３８ ２ 

病 院 ・ 診 療 所 １７ ７ 

事 業 所 １４ ０ 

そ の 他 ８２ ８ 

その他の食品製造業 １５９ ５ 

 

 

（２）食中毒発生防止等の対策 

  食品関係営業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化に円滑に対応するため、衛生

管理計画の作成会を実施した。また、テイクアウトやデリバリー食品による食中毒予防

についての講習会を実施した。 

  ア 講習会の開催 

 令和２年度 

 区       分 回  数 受 講 者(人)  

合             計 ３１ ７８７ 

食 品 営 業 関 係 従 事 者 ３０ ７７９ 

そ の 他 １ ８ 

 

イ  食中毒事件の調査等 

    令和２年度   ０件 
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３ 生活環境の確保 
（１）衛生的な生活環境の確保 

  ア 環境衛生関係営業施設数 

 令和２年度 

 項   目 合 計 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 鳩山町 監視件数 

総     数 ７２７ ３２２ ２３３ １０３ ３６ ３３ １５４ 

理 容 所 １８８ ８３ ５８ ３４ ６ ７ ４６ 

美 容 所 ３９４ １８４ １３１ ５０ １１ １８ ７４ 

クリーニング ９９ ４２ ３２ １２ 

 

９ ４ １４ 

内 

 

訳 

一   般 ２５ １５ ５ ４ １ ０ １１ 

取   次 ７２ ２６ ２６ ８ ８ ４ ２ 

特定洗濯物 ２ １ １ ０ ０ ０ １ 

公 衆 浴 場 ２４ ７ ３ ４ ６ ４ １０ 

内 

訳 

一   般 ０ ０ ０ 

０ 

０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ２４ ７ ３ ４ ６ ４ １０ 

興 行 場 ３ １ １ ０ １ ０ １ 

内 

 

訳 

映   画 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

スポーツ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ２ １ ０ ０ １ ０ １ 

旅  館  業 １９ ５ ８ ３ ３ ０ ９ 

内 

 

訳 

訳 

旅館･ﾎﾃﾙ

ホ テ ル 

１８ ５ ８ ３ ２ ０ ８ 

簡 易 宿 所 １ ０ ０ ０ １ ０ １ 

下    宿 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

イ 環境衛生関係施設数 

 令和２年度 

項   目 合 計 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 鳩山町 

火 葬 場 １ ０ ０ ０ １ ０ 

納 骨 堂 ５ ２ １ 

 

１ １ ０ 

墓   地 １，７４７ ３７３ ７２ ３３０ ６１７ ３５５ 

 特定建築物 ３８ 百貨店３･店舗１４･事務所８･学校８･旅館２･興行場１･その他２ 

 

ウ  建築物の環境衛生管理事業者登録数 

 令和２年度 

 項      目 合 計 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 鳩山町 

総      数 １９ ８ 

 

７ 

 

４ ０ ０ 

建 築 物 清 掃 業 ３ １ １ １ ０ ０ 

建築物空気環境測定業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

建築物空気調和用ﾀﾞｸﾄ清掃業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

建築物飲料水水質検査業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

建築物飲料水貯水槽清掃業 ８ 

 

４ ２ ２ ０ ０ 

建 築 物 排 水 管 清 掃 業 ３ １ １ １ ０ ０ 

建築物ねずみこん虫等防除業 ４ １ ３ ０ ０ ０ 

建 築 物 総 合 管 理 業 １ １ ０ ０ ０ ０ 
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エ 水道施設数 

 坂戸保健所では、管内２市３町の簡易水道並びに越生町の専用水道及び自家用水道を所

管している。令和２年度に坂戸市内の簡易水道１件が廃止となった為、所管する管内水道

施設は０施設となっている。 

 

オ プール維持管理の指導 

  「埼玉県プールの安全安心要綱」に基づき、施設及び水質の維持管理の状況について 

  監視を行った。 

             令和２年度 

 

項      目 合    計 公    営 民    営 

施 設 数 ６ １ ５ 

プ ー ル の 数 １０ １ ９ 

監 視 件 数 ７ １ ６ 

 

カ 居住環境等に係る相談 

     近年、住宅様式の変化に伴い、人体における室内化学物質の影響が問題になっている。 

                                    令和２年度 

項 目 合 計 ねずみ 
衛生 

害虫 

蜂等の 

昆虫 
ダニ ノミ 

他の 

生き物 

VOC 

＊ 
カビ等 その他 

相談数 １１ ０ ３ ４ ０ ０ １ １ ０ ２ 

  ＊ VOCとは、ホルムアルデヒド、トルエン、ベンゼン、テトラクロロエチレン等の揮発性有 

   機化学物質をいう。 

 

    キ 飲料水等検査受付検体数及び不適検体数 

 令和２年度 

 区 分 合計 上水道 簡易水道 専用水道 
簡易専用 

水  道 

小規模 

受水槽 

自家用 

水 道 

その他の

水道 
井戸水等 

検体数 ４３ ０ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ３９ 

不適数(再掲) ２０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２０ 
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（２）  動物の適正な飼育管理 

 
  ア  犬の登録・狂犬病予防注射実施状況     令和２年度 

   

項  目 総 数 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 鳩山町 

登録頭数 １１，２４８ ４，４５６ ３，２９４ １,８２６ ６４０ １,０３２ 

※新規登録頭数 ７６８ ４０１ １７０ ９６ ４４ ５７ 

注射済票交付数 ７，２８２ ３，０２５ ２,０４５ １,０８２ ４６４ ６６６ 

 

  イ  犬の収容、処理等の状況       令和２年度 

 収     容 処       理 そ の 他 

総 数 捕  獲 
飼 養 

放 棄 総  数 
指導ｾﾝﾀｰ 

送 致 数 

飼い主 

返  還 

保健所 

処理数 取下げ 
前年度 

繰越分 

次年度 

へ繰越 

２２ １０ １２ ２３  １７ ６ ０ ０ １ ０ 

                                    

  ウ 苦情・相談処理状況       令和２年度 

 
総 数 

捕獲 

依頼 

犬の引取 

依    頼 

放し飼い 

取締依頼 

咬傷事件 

関    係 

家畜農作 

物 被 害 

糞尿 

関係 鳴き声 その他 

９０７ ４５ 

 

３０ １３６ ２９ ０ ７２ １６８ ４２７ 

 

  エ  犬の事故届出数        令和２年度 

 咬        傷 咬傷以外 

発生件数 
狂 犬 病 の 鑑 定 

被咬傷人数 発生件数 
狂犬病数 疑狂犬病数 非狂犬病数 

９ ０ ０ ９ ９ ０ 

 

  オ 第一種動物取扱業の登録状況      令和２年度 

 

施 設 数 
業  種  別 

販 売 保 管 貸出し 訓 練 展 示 競りあっせん 譲受飼養 

１０２ ４８ ６４ ３ １６ １０ ０ ０ 

※一部重複している 

 

  カ 第二種動物取扱業の届出状況     令和２年度 

 

施 設 数 
業  種  別 

譲渡し 保 管 貸出し 訓 練 展 示 

１ １ １ ０ ０ ０ 

                              ※一部重複している 

 

  キ 特定動物飼養保管許可状況             令和２年度 

 

施 設 数 
動  物  種 

ニホンザル ワニガメ ボア・コンストリクター 

３ １ １ １ 
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【参考資料】 

１ 各種協議会等委員名簿 

                                〈敬称略〉 

（１）埼玉県川越比企保健医療圏地域保健医療・地域医療構想協議会委員名簿 

                             令和３年７月２７日現在 

 氏  名 役      職   名 備 考  

丸  山  元  孝 坂戸鶴ヶ島医師会長 会長 

藤  田  龍  一 川越市医師会長 副会長 

野 崎 信 行 比企医師会長 副会長 

中 野  文 夫 川越市歯科医師会長  

安  田  寛  仁 入間郡市歯科医師会副会長  

栄 田  喜 一 比企郡市歯科医師会長  

天  野   勉 川越市薬剤師会長  

平  塚   大 坂戸鶴ヶ島市薬剤師会長  

関 口 直 邦 東松山薬剤師会長  

堤   晴  彦 埼玉医科大学総合医療センター病院長  

篠  塚   望 埼玉医科大学病院病院長  

竹ノ谷 正 徳 小川赤十字病院院長  

柏 原 秀 行 東松山医師会病院代表理事  

齊 藤 正 身 
埼玉県病院団体協議会 

（医療法人真正会理事長） 
 

柴 田 潤一郎 
埼玉県保険者協議会 

（全国健康保険協会埼玉支部支部長） 
 

山 地 哲 也 
埼玉県保険者協議会 

（坂戸市市民健康部健康保険課長） 
 

吉 永 智 子 
埼玉県看護協会 

（東松山医師会病院前看護部長） 
 

久 保 彰 子 女子栄養大学准教授  

野 口 丸 美 鳩山町食生活改善推進員協議会会長  

作 山 すみ子 吉見町母子愛育会会長  

渡 邉 靖 雄 川越市保健医療部長  

細 田 英一郎 坂戸市市民健康部長  

長 島 きぬ子 鶴ヶ島市健康福祉部参事  

今  村  浩  之 東松山市健康福祉部長  

小 泉 雅 昭 毛呂山町保健センター所長  

丸 山   浩 川越市保健所長  

平 野 宏 和 埼玉県東松山保健所長  

荒 井 和 子 埼玉県坂戸保健所長  
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                                                                    ＜敬称略＞ 

   （２）坂戸・飯能地区救急医療対策協議会委員名簿 

                                令和３年４月１日現在 

 氏  名 役      職   名 備 考  

増 島 宏 徳  飯能地区医師会長 会 長 

丸 山 元 孝  坂戸鶴ヶ島医師会長 副会長 

林   政 男 日高市健康推進部長 副会長 

鈴 木 將 夫 入間地区医師会副会長  

栗 山   聡 入間郡市歯科医師会長  

佐 瀬   武 佐瀬病院院長  

峰 田 喬 臣 飯能中央病院院長  

有 田 栄 一 医療法人泰一会飯能整形外科病院院長  

土 屋 長 二 坂戸中央病院院長  

田 中 政 彦 医療法人関越病院病院長  

西 蔵 ツワン 武蔵台病院病院長  

佐 嶋 健 一 旭ヶ丘病院病院長  

岡 村 維 摩 岡村記念クリニック院長  

堤    晴 彦 埼玉医科大学国際医療センター病院長  

篠 塚   望 埼玉医科大学病院病院長  

町 田 守 弘 飯能市健康福祉部長  

細 田 英 一 郎 坂戸市市民健康部長  

長 島 き ぬ 子 鶴ヶ島市健康福祉部参事  

小 泉 雅 昭 毛呂山町保健センター所長  

奥 泉 隆 雄  越生町健康福祉課長  

田 嶋 正 久  鳩山町町民健康課長  

中 村 政 美 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部消防長  

千 装 良 治 西入間広域消防組合消防本部消防長  

岸   文  隆 埼玉西部消防組合消防局消防局長  

山 川 英 夫 埼玉県狭山保健所長  

荒 井 和 子 埼玉県坂戸保健所長  
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   （３）埼玉県坂戸保健所感染症診査協議会委員名簿 

 

 

                            令和３年度 

役 職 名 氏    名 所 属 機 関 名             

委 員 長 四 宮  俊 埼 玉 医 科 大 学 病 院  

委  員 川 口  茂 医 療 法 人 若 葉 会  若 葉 病 院  

委  員 小塚  伸一  小 塚 司 法 書 士 事 務 所  

 

                                  〈敬称略〉 
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２ 坂戸保健所管内各市町・保健センター一覧 

                                                                          
 

機  関  名 所   在   地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

  坂 戸 市 役 所 

 

  市民健康センター 

  〒350-0292 

   坂戸市千代田１－１－１ 

  〒350-0212 

   坂戸市石井２３２７－３ 

 

 049-283-1331 

 

 049-284-1621 

 

 049-283-3903 

 

 049-284-3939 

  鶴 ヶ 島 市 役 所 

 

  保 健 セ ン タ ー 

  〒350-2292 

   鶴ヶ島市三ツ木１６－１ 

  〒350-2213 

   鶴ヶ島市脚折１９２２－１０ 

 

 049-271-1111 

 

 049-271-2745 

 

 049-271-1190 

 

 049-271-2747 

  毛 呂 山 町 役 場 

 

  保 健 セ ン タ ー 

  〒350-0493 

   毛呂山町中央２－１ 

  〒350-0436 

   毛呂山町川角３０５－１ 

 

 049-295-2112 

 

 049-294-5511 

 

 049-295-0771 

 

 049-295-5850 

  越 生 町 役 場 

 

  保 健 セ ン タ ー 

  〒350-0494 

   越生町越生９００－２ 

  〒350-0416 

   越生町越生９１７ 

 

 049-292-3121 

 

 049-292-5505 

 

 049-292-5400 

 

 049-292-5623 

  鳩 山 町 役 場 

 

  保 健 セ ン タ ー 

  〒350-0392 

   鳩山町大豆戸１８４－１６ 

  〒350-0324 

   鳩山町大豆戸１８３－１ 

 

 049-296-1211 

 

 049-296-2530 

 

 049-296-2594 

 

 049-296-2832 
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３ 坂戸保健所管内関係団体一覧 

                               令和３年度 

各   団   体 職 名 氏   名 

  坂戸鶴ヶ島医師会 会 長 丸 山 元 孝 

  入間地区医師会 会 長 小 室 順 義 

  比企医師会 会 長 野 崎 信 行 

  埼玉医科大学医師会 会 長 小 山   勇 

  入間郡市歯科医師会 会 長 栗 山   聡 

   第４支部（越生・毛呂山） 支部長 和 田 かつら 

   第５支部（坂戸・鶴ヶ島） 支部長 大 場 敏 男 

  坂戸鶴ヶ島歯科医師会 会 長 安 田 寛 仁 

  比企郡市歯科医師会 会 長 栄 田 喜 一 

  坂戸鶴ヶ島市薬剤師会 会 長 平 塚   大 

  坂戸保健所管内薬物乱用防止指導員協議会 会 長 山 﨑 英 隆 

  西入間狂犬病予防協会 会 長 古 川 修 治 

  坂戸保健所管内食品衛生協会 会 長 福 岡 次 郎 

  坂戸保健所管内環境衛生協会 会 長 馬 場 秀 行 

  坂戸市食生活改善推進員協議会 会 長 谷 合 順 子 

  鶴ヶ島市食生活改善推進員協議会 会 長 佐久間 眞理子 

  毛呂山町食生活改善推進員協議会 会 長 小 室 初 枝 

  鳩山町食生活改善推進員協議会 会 長 野 口 丸 美 

  坂戸保健所管内給食管理者研究会 会 長 村 山 美 紀 

  地域活動栄養士会（れもんの会） 会 長 高 見 みな子 
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４ 健康相談・各種検査等定例事業一覧 

                                                                   令和３年度 
 

名  称 実  施  日 受 付 時 間 備 考 

こどもの心の健康相談 
 毎月 第４水曜日 

 （原則） 
午後1時30分～5時 予約制 

エイズ検査・相談 

    性感染症検査 

 毎月 第２・４月曜日 

 （原則） 

（第４月曜日のみ、 

夜間検査あり） 

午前9時～10時 
※夜間はエイズ検査のみ 

午後5時30分～6時30分 

予約制 

ひきこもり専門相談 
 毎月 第４火曜日 

（原則） 
午前10時～12時 予約制 

水 質 検 査 

 坂戸保健所 

 毎月 第２・４月曜日 

（原則） 

 

午前9時～10時 
休日を除く 
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人  口  動  態  統  計 
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□ 人口動態統計 

 

    （１）人口動態統計総覧                                             ４７ 
 

    （２）人口動態概況                                                 ４８ 
 

    （３）年齢３区分別の人口推移                                       ４９ 
 

    （４）出生                                                         ５３ 
ア 出生率の年次推移（人口千対）      ５３ 
イ 体重別・市町別出生数        ５４ 
ウ 母の年齢別・出生順位別出生数      ５５ 
エ 母の年齢別・市町別出生数       ５５ 

 

    （５）死亡                                                         ５６ 
ア 死亡率の年次推移（人口千対）      ５６ 

イ 死因別・市町別死亡数（死因簡単分類別）     ５７ 

ウ 市町別死因順位と割合（％）       ５９ 

エ 乳児死亡率の年次推移（人口千対）      ６０ 

オ 新生児死亡率の年次推移（人口千対）      ６１ 

カ 周産期死亡率の年次推移（人口千対）      ６１ 
 

  （６）死産                                                         ６２ 
ア 死産率の年次推移（出産千対）      ６２ 

イ 自然死産率の年次推移（出産千対）      ６３ 

ウ 人工死産率の年次推移（出産千対）      ６３ 
 

  （７）婚姻                                                         ６４ 
 

  （８）離婚                                                         ６５ 
 

    （９）合計特殊出生率                                               ６６ 
 

    （10）比率の解説                                                   ６７ 

 

 

 

  〈出典について〉 

   「令和元年埼玉県の人口動態概況（確定数）による。なお、それ以外は、表の 

   欄外に注記している。 



◆人口動態◆

　（１）人口動態統計総覧

（人、件） 令和元年

新 生 児
死 亡 数

総数 自然 人工 

全 国 865,239 1,381,093 1,654 755 19,454 8,997 10,457 2,955 599,007 208,496

埼 玉 県 48,298 69,537 88 36 1,123 512 611 151 33,671 12,067

管 内 1,171 2,301 2 - 32 18 14 9 893 361

坂 戸 市 530 963 1 - 11 7 4 5 399 168

鶴ヶ島市 453 641 - - 15 9 6 2 307 99

毛呂山町 110 381 - - 5 2 3 2 121 55

越 生 町 37 125 - - - - - - 34 19

鳩 山 町 41 191 1 - 1 - 1 - 32 20

総数 自然 人工 

全 国 7.0 11.2 1.9 0.9 22.0 10.2 11.8 3.4 4.8 1.69 1.36

埼 玉 県 6.7 9.7 1.8 0.7 22.7 10.4 12.4 3.1 4.7 1.68 1.27

管 内 5.0 9.9 1.7 - 26.6 15.0 11.6 7.6 3.8 1.55 1.05

坂 戸 市 5.2 9.5 1.9 - 20.3 12.9 7.4 9.3 3.9 1.65 1.05

鶴ヶ島市 6.5 9.1 - - 32.1 19.2 12.8 4.4 4.4 1.41 1.23

毛呂山町 3.1 10.6 - - 43.5 17.4 26.1 17.9 3.4 1.53 0.73

越 生 町 3.3 11.3 - - - - - - 3.1 1.71 0.78

鳩 山 町 3.0 14.0 24.4 - 23.8 - 23.8 - 2.3 1.47 0.81

項　目 出生数 乳 児
死 亡 数

死　産　数
死亡数

項　目 出生率 死亡率
乳　児
死亡率

新生児
死亡率

死　産　率
離婚率

周 産 期
死 亡 数

婚姻数

合　計
特　殊
出生率

離婚数

周産期
死亡率

婚姻率
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　（２）人口動態概況

件 数

率

平均発生
間 隔

7時間 30 分 5秒 3時間 49 分 3秒 183日 0時間 0 分 11 日 10時間 30 分 9時間 50 分 11秒 24時間 19 分 57 秒

平均１日
件 数

（注）出生率、死亡率、婚姻率、離婚率は人口千対、
　　　乳児死亡率は出生千対、死産率は出産千対である。

死産

婚姻

離婚

死　亡

2,301

9.9

6.3

婚　姻

893

3.8

2.4

出　生

1,171

5.0

3.2

死　産

32

26.6

0.1

乳児死亡

2

1.7

0.005

令和元年

離　婚

361

1.55

1.0
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（３）年齢３区分別の人口推移

年少人口 生産年齢人口 老年人口 0-14 15-64 65歳
(0-14歳) (15-64歳) (65歳以上) 歳 歳 以上

昭和６０年 5,863,678 1,380,180 4,060,573 420,099 23.5 69.3 7.2 10.3 30.4

平成　７年 6,759,311 1,090,395 4,976,945 681,172 16.2 73.7 10.1 13.7 62.5

平成１２年 6,938,006 1,024,787 5,011,202 889,243 14.8 72.4 12.8 17.7 86.8

平成１７年 7,054,243 986,361 4,892,253 1,157,006 14.0 69.4 16.4 21.8 108.7

平成２２年 7,194,556 953,668 4,749,108 1,464,860 13.3 66.3 20.4 30.8 153.6

平成２７年 7,266,534 910,805 4,507,174 1,788,735 12.6 62.5 24.8 39.7 196.4

令和　２年 7,389,961 900,976 4,553,252 1,935,733 12.2 61.6 26.2 42.5 214.8

令和　３年 7,393,780 890,390 4,543,859 1,959,531 12.0 61.5 26.5 43.1 220.1

年少人口 生産年齢人口 老年人口 0-14 15-64 65歳
(0-14歳) (15-64歳) (65歳以上) 歳 歳 以上

昭和６０年 314,323 81,037 209,803 23,384 25.8 66.8 7.4 11.1 28.9

平成　７年 373,981 61,185 274,054 38,597 16.4 73.3 10.3 14.1 63.1

平成１２年 375,100 52,959 273,158 48,846 14.1 72.8 13.0 17.9 92.2

平成１７年 375,689 48,701 263,430 63,008 13.0 70.1 16.8 23.9 129.4

平成２２年 238,586 30,141 158,101 49,927 12.7 66.4 21.0 31.6 165.6

平成２７年 235,263 27,732 142,523 63,904 11.8 60.9 27.3 44.8 230.4

令和　２年 229,713 25,264 133,927 70,522 11.0 58.3 30.7 52.7 279.1

令和　３年 228,525 24,555 132,538 71,432 10.7 58.0 31.3 53.9 290.9

老年化指
数

構成割合（％）年齢３区分別人口（人）

老年
人口
指数

老年化指
数

総 人 口
　　（人）

埼 玉 県
老年
人口
指数

構成割合（％）
管　内

総人口
　　（人）

年齢３区分別人口（人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和６０年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和 ３年

年齢３区分別人口構造の推移（埼玉県）

0-14歳

15-64歳

65歳以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和６０年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和 ３年

年齢３区分別人口構造の推移(管内）

0-14 歳

15-64 歳

65歳 以上
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年少人口 生産年齢人口 老年人口 0-14 15-64 65歳
(0-14歳) (15-64歳) (65歳以上) 歳 歳 以上

昭和６０年 87,586 23,977 58,553 5,001 27.4 66.9 5.7 8.5 20.9

平成　７年 98,221 15,578 74,334 8,263 15.9 75.7 8.4 11.1 53.0

平成１２年 97,381 13,562 72,871 10,926 13.9 74.8 11.2 15.0 80.6

平成１７年 98,964 13,031 70,605 15,199 13.2 71.3 15.4 21.5 116.6

平成２２年 101,700 13,398 67,077 20,959 13.2 66.1 20.7 31.2 156.4

平成２７年 101,679 12,931 61,664 26,642 12.8 60.9 26.3 43.2 206.0

令和　２年 101,003 12,114 59,408 29,481 12.0 58.8 29.2 49.6 243.4

令和　３年 100,612 11,761 59,033 29,818 11.7 58.7 29.6 50.5 253.5

年少人口 生産年齢人口 老年人口 0-14 15-64 65歳
(0-14歳) (15-64歳) (65歳以上) 歳 歳 以上

昭和６０年 49,381 13,974 33,016 2,375 28.3 66.9 4.8 7.2 17.0

平成　７年 66,208 11,303 50,320 4,524 17.1 76.1 6.8 9.0 40.0

平成１２年 67,638 9,971 51,330 6,319 14.7 75.9 9.3 12.3 63.4

平成１７年 69,783 9,803 51,155 8,823 14.0 73.3 12.6 17.2 90.0

平成２２年 69,990 9,684 47,536 12,669 13.9 68.0 18.1 26.7 130.8

平成２７年 70,255 8,802 43,641 17,352 12.6 62.5 24.9 39.8 197.1

令和　２年 69,935 8,089 42,126 19,720 11.6 60.2 28.2 46.8 243.8

令和　３年 69,937 7,925 41,949 20,063 11.3 60.0 28.7 47.8 253.2

老年
人口
指数

構成割合（％）

老年
人口
指数

老年化指
数

老年化指
数

鶴ヶ島市
総人口

　　（人）

年齢３区分別人口（人） 構成割合（％）

坂 戸 市
総 人 口

　　（人）

年齢３区分別人口（人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和６０年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和 ３年

年齢３区分別人口構造の推移（坂戸市）

0-14 歳

15-64 歳

65歳 以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和６０年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和 ３年

年齢３区分別人口構造の推移（鶴ヶ島市）

0-14 歳
15-64 歳
65歳 以上
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年少人口 生産年齢人口 老年人口 0-14 15-64 65歳
(0-14歳) (15-64歳) (65歳以上) 歳 歳 以上

昭和６０年 34,467 7,536 24,300 2,625 21.9 70.5 7.6 10.8 34.8

平成　７年 39,808 5,779 29,851 4,175 14.5 75.0 10.5 14.0 72.2

平成１２年 39,711 4,984 29,349 5,368 12.6 73.9 13.5 18.3 107.7

平成１７年 39,122 4,477 27,534 6,823 11.4 70.4 17.4 24.8 152.4

平成２２年 39,054 4,228 25,893 8,885 10.8 66.4 22.8 34.3 210.1

平成２７年 37,275 3,677 22,713 10,694 9.9 61.2 28.8 47.1 290.8

令和　２年 33,551 3,106 19,153 11,292 9.3 57.1 33.7 59.0 363.6

令和　３年 33,178 2,968 18,785 11,425 8.9 56.6 34.4 60.8 384.9

年少人口 生産年齢人口 老年人口 0-14 15-64 65歳
(0-14歳) (15-64歳) (65歳以上) 歳 歳 以上

昭和６０年 11,622 2,510 7,706 1,406 21.6 66.3 12.1 18.2 56.0

平成　７年 13,609 2,295 9,108 2,204 16.9 66.9 16.2 24.2 96.0

平成１２年 13,718 2,030 9,212 2,468 14.8 67.2 18.0 26.8 121.6

平成１７年 13,356 1,750 8,783 2,812 13.1 65.8 21.1 32.0 160.7

平成２２年 12,537 1,447 7,991 3,097 11.5 63.7 24.7 38.8 214.0

平成２７年 11,716 1,169 6,906 3,633 10.0 59.0 31.0 52.6 310.8

令和　２年 11,567 966 6,521 4,080 8.4 56.4 35.3 62.6 422.4

令和　３年 11,352 940 6,288 4,124 8.3 55.4 36.3 65.6 438.7

老年化指
数

毛呂山町
総 人 口

　　（人）

年齢３区分別人口（人）

越 生 町
総人口

　　（人）

年齢３区分別人口（人） 老年
人口
指数

構成割合（％）

老年
人口
指数

老年化指
数

構成割合（％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和６０年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和 ３年

年齢３区分別人口構造の推移（毛呂山町）

0-14 歳

15-64 歳

65歳 以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和６０年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和 ３年

年齢３区分別人口構造の推移（越生町）

0-14 歳
15-64 歳
65歳 以上
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年少人口 生産年齢人口 老年人口 0-14 15-64 65歳
(0-14歳) (15-64歳) (65歳以上) 歳 歳 以上

昭和６０年 13,931 4,045 8,695 1,187 29.0 62.4 8.5 13.7 29.3

平成　７年 17,973 3,017 12,611 2,339 16.8 70.2 13.0 18.5 77.5

平成１２年 17,008 2,127 12,172 2,687 12.5 71.7 15.8 22.1 126.3

平成１７年 15,985 1,608 11,086 3,291 10.1 69.4 20.6 29.7 204.7

平成２２年 15,305 1,384 9,604 4,317 9.0 62.8 28.2 45.0 311.9

平成２７年 14,338 1,153 7,599 5,583 8.0 53.0 38.9 73.5 484.2

令和　２年 13,657 989 6,719 5,949 7.2 49.2 43.6 88.5 601.5

令和　３年 13,446 961 6,483 6,002 7.1 48.2 44.6 92.6 624.6

（注）昭和60年、平成７年、平成12年、平成17年、平成22年、平成27年は国勢調査による。（毎年10月1日現在）
 　国勢調査は年齢不詳が存在するので、総人口と年齢3区分別人口の計は一致しない。

　　　令和２年、令和３年は１月１日現在の埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告による。

老年化指数 　＝ 
老年人口(65歳以上)

 ×１００
年少人口(14歳以下)

　　　　老年人口指数 ＝  ×１００
老年人口(65歳以上)

生産年齢人口(15～64歳)

老年
人口
指数

老年化指
数

鳩 山 町
総人口

　　（人）

年齢３区分別人口（人） 構成割合（％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和６０年

平成 ７年

平成１２年

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和 ３年

年齢３区分別人口構造の推移（鳩山町）

0-14 歳
15-64 歳
65歳 以上
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（４） 出　生

　ア　出生率の年次推移（人口千対）

昭和60年 平成７年 平成12年平成17年平成22年平成27年平成29年 平成30年 令和元年

全 国 11.9   9.6     9.5     8.4 8.5 8.0 7.6 7.4 7.0

埼 玉 県 11.5   10.1   9.7     8.6 8.4 7.8 7.4 7.1 6.7

管 内 11.1   8.2     8.0     7.3 7.5 6.3 5.6 5.4 5.0

坂 戸 市 12.3   8.9     9.4     8.4 8.2 6.9 5.9 6.0 5.2

鶴ヶ島市 11.9   9.3     9.4     9.0 8.9 7.3 6.9 6.2 6.5

毛呂山町 9.6     7.1     6.7     5.6 5.1 4.9 4.0 3.4 3.1

越 生 町 11.7   6.5     7.3     6.8 6.1 4.0 3.3 4.2 3.3

鳩 山 町 9.5     5.3     5.0     3.8 3.6 3.3 3.8 2.6 3.0

（注）昭和60年、平成７年、12年、17年、22年、27年は国勢調査による。
　 　 平成29年、30年は人口動態概況による。

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

昭和60年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 平成30年 令和元年

出生率の年次推移（人口千対）

全 国 埼玉県
管 内
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　イ　体重別・市町別出生数 令和元年

埼 玉 県 管 内 坂 戸 市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越 生 町 鳩 山 町

１kg未満 132 1         1          -          -          -          -          

1.0～
1.5kg未満

216 3         2          -          1          -          -          

1.５～
2.0kg未満

597 13        6          6          1          -          -          

2.0～
2.5kg未満

3,642 114      48         38         15         4          9          

18,586 471      223       188       38         15         7          

20,086 468      199       183       48         15         23         

4,660 95        48         35         7          3          2          

361 6         3          3          -          -          -          

13 -         -          -          -          -          -          

1          -         -          -          -          -          -          

4 -         -          -          -          -          -          

48,298 1,171 530 453 110 37 41

3.5～
4.0kg未満

4.0～
4.5kg未満

4.5～
5.0kg未満

5.0kg以上

不　詳

計

2.5kg
未満

2.5～
3.0kg未満

3.0～
3.5kg未満
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　ウ　母の年齢別・出生順位別出生数
令和元年

埼玉県 45歳以上

及び不詳

1,171 0 14 101 289 418 274 72 3

(100.0) - (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

504 0 14 74 164 150 78 22 2

(43.0) - (100.0) (73.3) (56.7) (35.9) (28.5) (30.6) (66.7)

453 0 0 24 95 179 120 34 1

(38.7) - - (23.8) (32.9) (42.8) (43.8) (47.2) (33.3)

175 0 0 3 26 74 59 13 0

(14.9) - - (3.0) (9.0) (17.7) (21.5) (18.1) - 

31 0 0 0 2 13 13 3 0

(2.6) - - - (0.7) (3.1) (4.7) (4.2) - 

7 0 0 0 2 2 3 0 0

(0.6) - - - (0.7) (0.5) (1.1) - - 

1 0 0 0 0 0 1 0 0

(0.1) - - - - (0.0) (0.4) - - 

　　（注）（　）内の数字は、各年齢ごとに占める割合（％）である。

　エ　母の年齢別・市町別出生数
令和元年

45歳以上

及び不詳

48,298 2 366 3,657 12,347 17,630 11,518 2,685 93

1,171 0 14 101 289 418 274 72 3

530 0 7 41 122 197 126 34 3

453 0 5 38 120 158 101 31 0

110 0 1 17 28 38 22 4 0

37 0 1 2 9 16 7 2 0

41 0 0 3 10 9 18 1 0

35～39歳 40～44歳

35～39歳 40～44歳

坂 戸 保 健 所 管 内

小計 14歳以下

15～19歳

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳

20～24歳 25～29歳 30～34歳総数

第５子

48,298 

22,781 

14歳以下

18,157 

5,857   

1,126   

244     

総数

第１子

第２子

第３子

第４子

133     

鳩 山 町

第６子
以上

埼 玉 県

坂 戸 市

管 内

鶴 ヶ 島 市

毛 呂 山 町

越 生 町
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（５） 死　亡

　ア　死亡率の年次推移（人口千対）

昭和60年平成７年平成12年平成17年平成22年平成27年平成29年平成30年令和元年

全 国 6.3 7.4 7.7 8.6 9.5 10.3 10.8 11.0 11.2

埼 玉 県 4.5 5.5 5.9 6.9 7.8 8.7 9.2 9.4 9.7

管 内 4.6 5.6 6.0 7.2 7.7 8.6 9.5 9.7 9.9

坂 戸 市 3.4 5.1 5.5 6.3 7.3 8.3 9.3 9.3 9.5

鶴ヶ島市 3.1 3.9 4.1 5.6 6.4 7.0 7.8 8.6 9.1

毛呂山町 5.4 5.7 6.7 8.4 8.9 10.2 10.8 10.9 10.6

越 生 町 7.4 8.0 9.0 10.3 10.8 12.2 12.0 12.7 11.3

鳩 山 町 3.4 6.6 7.1 8.9 11.0 11.0 13.5 12.5 14.0

（注）昭和60年、平成７年、12年、17年、22年、27年は国勢調査年による。
　　　平成29年、30年は人口動態概況による。

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

昭和60年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 平成30年 令和元年

死亡率の年次推移（人口千対）

全 国 埼玉県 管 内
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イ　死因別・市町別死亡数（死因簡単分類別）
    令和元年

埼玉県 管内 坂戸市 鶴ヶ島市毛呂山町 越生町 鳩山町
69 537    2 301     963     641     381     125     191    

01000 感染症及び寄生虫症 1 215       40        20       8        5        4        3       
01100 腸管感染症  103         4          3       -        -        -         1       
01200 結核  101         5          2        1       -        -         2       
01201 呼吸器結核  83          3          2        1       -        -        -        
01202 その他の結核  18          2         -        -        -        -         2       
01300 敗血症  561         11        4        2        3        2       -        
01400 ウイルス性肝炎  134         8          4        1        2        1       -        
01401 Ｂ型ウイルス性肝炎  11         -          -        -        -        -        -        
01402 Ｃ型ウイルス性肝炎  118         7          4        1        1        1       -        
01403 その他のウイルス性肝炎  5            1         -        -         1       -        -        
01500 ヒト免疫不全ウイルス  2           -          -        -        -        -        -        
01600 その他の感染症及び寄生虫症  314         12        7        4       -         1       -        
02000 新生物 20 500     737       306     210     123     38       60      
02100 悪性新生物 19 791     714       293     207     120     37       57      
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物  435         13        5        5        2       -         1       
02102 食道の悪性新生物  691         25        6        9        7        2        1       
02103 胃の悪性新生物 2 373       94        43       25       15       7        4       
02104 結腸の悪性新生物 1 864       73        28       23       12       1        9       
02105 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物  898         38        19       11       8       -        -        
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物 1 267       45        19       11       8        4        3       
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物  872         28        16       5        4        1        2       
02108 膵の悪性新生物 1 790       65        21       26       10       4        4       
02109 喉頭の悪性新生物  39          1          1       -        -        -        -        
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物 3 949       148       60       37       22       9        20      
02111 皮膚の悪性新生物  72          5          2        1        2       -        -        
02112 乳房の悪性新生物  838         24        9        4        4        2        5       
02113 子宮の悪性新生物  388         15        7        5        3       -        -        
02114 卵巣の悪性新生物  269         6          5        1       -        -        -        
02115 前立腺の悪性新生物  690         24        9        3        7        3        2       
02116 膀胱の悪性新生物  501         19        4        9        4       -         2       
02117 中枢神経系の悪性新生物  134         6          2        2        2       -        -        
02118 悪性リンパ腫  689         21        8        8        2       -         3       
02119 白血病  403         16        10       5        1       -        -        
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物  223         4          2        2       -        -        -        
02121 その他の悪性新生物 1 406       44        17       15       7        4        1       
02200 その他の新生物  709         23        13       3        3        1        3       
02201 中枢神経系のその他の新生物  137         4          2        1       -        -         1       
02202 中枢神経系を除くその他の新生物  572         19        11       2        3        1        2       
03000  215         9          4        2        1       -         2       
03100 貧血  102         3          2       -        -        -         1       
03200  113         6          2        2        1       -         1       
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患 1 043       35        13       11       7        2        2       
04100 糖尿病  709         24        9        7        5        1        2       
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患  334         11        4        4        2        1       -        
05000 精神及び行動の障害 1 080       27        7        6        4        4        6       
05100 血管性及び詳細不明の認知症  976         24        6        6        3        3        6       
05200 その他の精神及び行動の障害  104         3          1       -         1        1       -        
06000 神経系の疾患 2 323       79        29       34       9        4        3       
06100 髄膜炎  15          1         -        -        -        -         1       
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群  133         5          1        3       -         1       -        
06300 パーキンソン病  494         18        11       5        2       -        -        
06400 アルツハイマー病  879         33        10       15       6        1        1       
06500 その他の神経系の疾患  802         22        7        11       1        2        1       
07000 眼及び附属器の疾患 -            -          -        -        -        -        -        
08000 耳及び乳様突起の疾患 -            -          -        -        -        -        -        
09000 循環器系の疾患 17 674     574       242     156     91       34       51      
09100 高血圧性疾患  362         9          3        4        1        1       -        
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患  167         5          2        2        1       -        -        
09102 その他の高血圧性疾患  195         4          1        2       -         1       -        
09200 心疾患（高血圧性を除く） 11 117     367       155     97       61       19       35      
09201 慢性リウマチ性疾患  93         -          -        -        -        -        -        
09202 急性心筋梗塞 1 889       58        21       18       12       2        5       
09203 その他の虚血性心疾患 3 118       128       60       29       21       8        10      
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患  562         14        5        4        3        1        1       
09205 心筋症  151         3          2        1       -        -        -        
09206 不整脈及び伝導障害 1 249       31        17       9        2       -         3       
09207 心不全 3 855       130       50       36       22       8        14      
09208 その他の心疾患  200         3         -        -         1       -         2       
09300 脳血管疾患 4 966       163       75       44       19       10       15      
09301 くも膜下出血  561         22        8        8        4        1        1       

死      因
総      数

その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
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埼玉県 管内 坂戸市 鶴ヶ島市毛呂山町 越生町 鳩山町死      因
09302 脳内出血 1 509       48        19       12       7        3        7       
09303 脳梗塞 2 741       90        45       24       8        6        7       
09304 その他の脳血管疾患  155         3          3       -        -        -        -        
09400 大動脈瘤及び解離  901         26        7        10       4        4        1       
09500 その他の循環器系の疾患  328         9          2        1        6       -        -        
10000 呼吸器系の疾患 10 133     302       126     76       60       17       23      
10100 インフルエンザ  199         4         -         2        1        1       -        
10200 肺炎 5 677       161       73       34       32       10       12      
10300 急性気管支炎  10          1         -         1       -        -        -        
10400 慢性閉塞性肺疾患  827         28        10       11       2        1        4       
10500 喘息  65          4          2        1        1       -        -        
10600 その他の呼吸器系の疾患 3 355       104       41       27       24       5        7       
10601 誤嚥性肺炎 1 571       45        17       17       7        2        2       
10602 間質性肺疾患 1 102       34        13       9        9        1        2       
10603 その他の呼吸器系の疾患  682         25        11       1        8        2        3       
11000 消化器系の疾患 2 553       70        26       20       16       1        7       
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍  109         1         -         1       -        -        -        
11200 ヘルニア及び腸閉塞  340         9          1        2        3       -         3       
11300 肝疾患  900         25        11       8        4       -         2       
11301 肝硬変（アルコール性を除く）  448         16        9        5       -        -         2       
11302 その他の肝疾患  452         9          2        3        4       -        -        
11400 その他の消化器系の疾患 1 204       35        14       9        9        1        2       
12000 皮膚及び皮下組織の疾患  133         3          1        1        1       -        -        
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患  407         15        7        4        4       -        -        
14000 腎尿路生殖器系の疾患 1 946       56        22       15       12       2        5       
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患  180         4          1        1        1       -         1       
14200 腎不全 1 292       40        16       10       8        2        4       
14201 急性腎不全  151         6          4        2       -        -        -        
14202 慢性腎臓病  901         26        9        6        6        2        3       
14203 詳細不明の腎不全  240         8          3        2        2       -         1       
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患  474         12        5        4        3       -        -        
15000 妊娠、分娩及び産じょく  2           -          -        -        -        -        -        
16000 周産期に発生した病態  11         -          -        -        -        -        -        
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 -            -          -        -        -        -        -        
16200 出産外傷 -            -          -        -        -        -        -        
16300  7           -          -        -        -        -        -        
16400 周産期に特異的な感染症  1           -          -        -        -        -        -        
16500 -            -          -        -        -        -        -        
16600 その他の周産期に発生した病態  3           -          -        -        -        -        -        
17000 先天奇形、変形及び染色体異常  114         1         -        -         1       -        -        
17100 神経系の先天奇形  6           -          -        -        -        -        -        
17200 循環器系の先天奇形  49         -          -        -        -        -        -        
17201 心臓の先天奇形  33         -          -        -        -        -        -        
17202 その他の循環器系の先天奇形  16         -          -        -        -        -        -        
17300 消化器系の先天奇形  6           -          -        -        -        -        -        
17400 その他の先天性奇形及び変形  29         -          -        -        -        -        -        
17500 染色体異常、他に分類されないもの  24          1         -        -         1       -        -        

18000 7 223       262       117     75       36       13       21      

18100 老衰 4 884       194       87       56       24       9        18      
18200 乳幼児突然死症候群  6           -          -        -        -        -        -        

18300 2 333       68        30       19       12       4        3       

20000 傷病及び死亡の外因 2 965       91        43       23       11       6        8       
20100 不慮の事故 1 602       52        23       9        8        6        6       
20101 交通事故  196         8          6        1       -         1       -        
20102 転倒・転落・墜落  473         12        2        4        2        3        1       
20103 不慮の溺死及び溺水  150         5          2       -         1       -         2       
20104 不慮の窒息  344         14        5        3        4        1        1       
20105 煙、火・火災への曝露  63          2         -        -         1       -         1       
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露  22          1          1       -        -        -        -        
20107 その他の不慮の事故  354         10        7        1       -         1        1       
20200 自殺 1 078       28        17       6        3       -         2       
20300 他殺  22         -          -        -        -        -        -        
20400 その他の外因  263         11        3        8       -        -        -        

注）資料：令和元年　埼玉県保健統計年報　統計資料

症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類
されないもの

周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見
で他に分類されないもの
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　ウ　市町別死因順位と割合（％）

死　因 割合 死　因 割合 死　因 割合 死　因 割合 死　因 割合

全 国 悪性新生物 27.3  心 疾 患 15.0  老 衰 8.8    脳血管疾患 7.7    肺 炎 6.9    

埼 玉 県 悪性新生物 28.5  心 疾 患 16.0  肺 炎 8.2    脳血管疾患 7.1    老 衰 7.0    

管 内 悪性新生物 31.0  心 疾 患 15.9  老 衰 8.4    脳血管疾患 7.1    肺 炎 7.0    

坂 戸 市 悪性新生物 30.4  心 疾 患 16.1  老 衰 9.0    脳血管疾患 7.8    肺 炎 7.6    

鶴ヶ島市 悪性新生物 32.3  心 疾 患 15.1  老 衰 8.7    脳血管疾患 6.9    肺 炎 5.3    

毛呂山町 悪性新生物 31.5  心 疾 患 16.0  肺 炎 8.4    老 衰 6.3    脳血管疾患 5.0    

越 生 町 悪性新生物 29.6  心 疾 患 15.2  
脳血管疾患
（第３位）

8.0    
肺 炎
（第３位）

8.0    老 衰 7.2    

鳩 山 町 悪性新生物 29.8  心 疾 患 18.3  老 衰 9.4    脳血管疾患 7.9    肺 炎 6.3    

（注）　１ 死因名は次のように省略した

　　　　　　心疾患→心疾患（高血圧症を除く）

　　　　２ 死因順位は死亡数の多いもの順とした。
　　　　３ 割合(％)は、それぞれの死亡数を１００とした場合の割合である。

令和元年

第　５　位第　１　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位
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　エ　乳児死亡率の年次推移（人口千対）

昭和60年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 平成30年 令和元年

全 国 5.5     4.3     3.2     2.8     2.3     1.9     1.9     1.9     1.9     

埼 玉 県 5.5     3.8     3.2     2.3     2.2     2.0     1.8     1.7     1.8     

管 内 1.4     3.3     6.3     1.8     2.8     3.4     1.5     2.4     1.7     

坂 戸 市 4.7     4.6     10.9   1.2     3.7     7.3     1.7     -       1.9     

鶴ヶ島市 8.5     1.6     1.6     -       3.3     -       -       4.6     -        

毛呂山町 6.0     7.1     3.7     9.3     -       -       -       8.1     -        

越 生 町 14.7   -       -       11.1   -       -       -       -       -        

鳩 山 町 -       -       47.1   -       -       -       18.9   -       24.4    

（注）昭和60年、平成７年、平成12年、平成17年、平成22年、平成27年は国勢調査年。

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

昭和60年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 平成30年 令和元年

乳児死亡率の年次推移（人口千対）

全 国 埼玉県 管 内

- 60 -



　オ　新生児死亡率の年次推移（人口千対）

昭和60年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年平成29年平成30年令和元年

全 国 3.4     2.2     1.8     1.4     1.1     0.9     0.9     0.9     0.9     

埼 玉 県 3.4     1.8     1.6     1.0     1.0     0.9     0.7     0.8     0.7     

管 内 2.6     1.6     3.6     1.1     2.3     0.7     1.5     0.8     -       

坂 戸 市 1.9     3.4     4.3     -       3.7     1.5     1.7     -       -       

鶴ヶ島市 1.7     -       1.6     -       1.6     -       -       2.3     -       

毛呂山町 3.0     -       -       4.7     -       -       -       -       -       

越 生 町 7.4     -       -       11.1   -       -       -       -       -       

鳩 山 町 -       -       35.3   -       -       -       18.9   -       -       

　カ　周産期死亡率の年次推移（人口千対）

昭和60年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年平成29年平成30年令和元年

全 国 8.0     7.0     5.8     4.8     4.2     3.7     3.5     3.3     3.4     

埼 玉 県 8.3     7.0     6.0     4.7     4.2     3.7     3.3     3.1     3.1     

管 内 8.0     7.2     7.3     3.7     2.3     6.1     2.3     4.0     7.6     

坂 戸 市 7.5     11.4   9.7     3.6     3.7     7.3     -       1.6     9.3     

鶴ヶ島市 1.7     1.6     7.8     6.4     1.6     3.9     6.2     6.8     4.4     

毛呂山町 3.0     7.1     3.7     4.7     -       10.9   -       -       17.9   

越 生 町 7.4     -       9.9     -       -       -       -       20.8   -       

鳩 山 町 -       -       35.3   -       -       -       -       -       -       
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（６） 死　産

　ア　死産率の年次推移（出産千対）

昭和60年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年平成29年平成30年令和元年

全 国 46.0   32.1   31.2   29.1   24.2   22.0   21.1   20.9   22.0   

埼 玉 県 37.6   27.9   27.9   26.7   22.6   23.5   22.3   21.6   22.7   

管 内 37.8   30.1   31.2   27.3   26.5   29.2   22.3   21.9   26.6   

坂 戸 市 38.5   38.5   39.7   36.4   30.8   24.3   16.4   17.8   20.3   

鶴ヶ島市 39.2   22.2   29.1   20.4   20.8   36.3   24.3   26.7   32.1   

毛呂山町 48.7   37.5   36.1   27.3   19.7   37.0   46.1   23.8   43.5   

越 生 町 14.5   11.2   38.5   32.3   38.0   20.8   26.3   40.8   -       

鳩 山 町 36.5   10.4   34.1   -       35.1   - - - 23.8   

（注）昭和60年、平成７年、12年、17年、22年、27年は国勢調査による。
　　　平成29年、30年は人口動態概況による。
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　イ　自然死産率の年次推移（出産千対）

昭和60年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年平成29年平成30年令和元年

全 国 22.1   14.9   13.2   12.3   11.2   10.6   10.1   9.9     10.2   

埼 玉 県 21.8   15.2   13.8   12.7   11.3   11.7   11.0   9.9     10.4   

管 内 26.7   15.2   14.5   9.3     12.7   13.9   11.2   8.6     15.0   

坂 戸 市 24.2   17.6   23.0   10.6   14.2   12.8   9.9     6.5     12.9   

鶴ヶ島市 26.1   9.5     13.8   11.0   12.8   13.4   12.2   13.3   19.2   

毛呂山町 25.8   17.1   14.4   9.1     4.9     26.5   19.7   -       17.4   

越 生 町 14.5   11.2   19.2   -       12.7   -       -       20.4   -       

鳩 山 町 36.5   -       22.7   -       17.55 -       -       -       -       

　　ウ　人工死産率の年次推移（出産千対）

昭和60年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年平成29年平成30年令和元年

全 国 23.9   17.3   18.1   16.7   13.0   11.4   11.0   11.0   11.8   

埼 玉 県 15.9   12.7   14.1   14.0   11.3   11.8   11.3   11.6   12.4   

管 内 11.0   14.9   16.7   17.9   13.8   15.2   11.2   13.3   11.6   

坂 戸 市 24.2   20.9   16.7   25.9   16.6   11.4   6.6     11.3   7.4     

鶴ヶ島市 26.1   12.7   15.3   9.4     8.0     22.9   12.2   13.3   12.8   

毛呂山町 25.8   20.5   21.7   18.2   14.8   10.6   26.3   23.8   26.1   

越 生 町 14.5   -       19.2   32.3   25.3   20.8   26.3   20.4   -       

鳩 山 町 36.5   10.4   11.4   -       17.55 -       -       -       23.8   
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（７） 婚　姻

　婚姻率の年次推移（人口千対）

昭和60年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 平成30年 令和元年

全 国 6.1      6.4      6.4      5.7 5.5 5.1 4.9 4.7 4.8

埼 玉 県 5.7      6.9      6.6      5.8 5.5 4.9 4.7 4.6 4.7

管 内 5.0      5.4      5.4      4.8 4.5 3.6 3.7 3.5 3.8

坂 戸 市 5.6      6.3      6.4      5.7 4.5 3.7 3.6 3.6 3.9

鶴ヶ島市 5.6      6.5      6.9      5.8 5.6 4.4 4.3 4.0 4.4

毛呂山町 4.3      4.0      4.7      3.7 3.3 2.8 3.1 2.6 3.4

越 生 町 3.9      4.7      3.9      3.7 4.0 2.4 3.2 3.8 3.1

鳩 山 町 3.2      3.2      3.1      2.8 2.4 2.0 2.8 2.1 2.3

（注）昭和60年、平成７年、12年、17年、22年、27年は国勢調査による。
 　　 平成29年、30年は人口動態概況による。
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（８） 離　婚

　離婚率の年次推移（人口千対）

昭和60年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 平成30年 令和元年

全 国 1.39 1.60 2.10 2.08 1.99 1.81 1.70 1.68 1.69

埼 玉 県 1.28 1.65 2.09 2.08 2.02 1.77 1.70 1.63 1.68

管 内 1.29 1.35 1.96 2.10 2.13 1.71 1.90 1.64 1.55

坂 戸 市 1.39 1.65 2.36 2.37 2.40 1.74 2.09 1.83 1.65

鶴ヶ島市 1.46 1.34 1.91 2.24 1.97 1.56 1.71 1.54 1.41

毛呂山町 1.33 1.26 1.66 2.08 2.12 2.11 1.81 1.41 1.53

越 生 町 1.20 1.10 2.11 2.48 1.93 1.46 1.76 1.77 1.71

鳩 山 町 0.72 0.78 1.06 1.38 1.31 1.33 1.86 1.31 1.47

（注）昭和60年、平成７年、12年、17年、22年、27年は国勢調査による。
 　　 平成29年、30年は人口動態概況による。
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（９） 合計特殊出生率

　合計特殊出生率の年次推移

平成12年平成17年平成22年平成25年平成26年平成27年平成29年平成30年令和元年

全 国 1.36 1.26 1.39 1.43 1.42 1.45 1.43 1.42 1.36

埼 玉 県 1.30 1.22 1.32 1.33 1.31 1.39 1.36 1.34 1.27

管 内 1.19 1.09 1.20 1.07 1.08 1.22 1.10 1.08 1.05

坂 戸 市 1.29 1.17 1.29 1.15 1.18 1.32 1.13 1.17 1.05

鶴ヶ島市 1.23 1.18 1.32 1.15 1.17 1.30 1.23 1.16 1.23

毛呂山町 0.96 0.80 0.85 0.86 0.86 0.98 0.85 0.76 0.73

越 生 町 1.25 1.20 1.23 0.91 0.85 0.93 0.76 0.95 0.78

鳩 山 町 0.98 0.70 0.74 0.63 0.60 0.85 0.97 0.65 0.81

（注）平成12年、17年、22年、27年は国勢調査による。
  　　平成26年、29年、30年は人口動態概況による。
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 （10） 比率の解説 
 

 

                          １年間の出生数 

       出生率＝                                 ×１，０００ 

                      １０月１日現在の人口 

 

 

                          １年間の死亡数 

       死亡率＝                                 ×１，０００（死因別死亡率×100,000） 

                      １０月１日現在の人口 

 
 

                       １年間の自然増加数（出生数－死亡数） 

       自然増加率＝                                      ×１，０００ 

                         １０月１日現在の人口 

 

 

                      １年間の乳児（生後１年未満）の死亡数 

       乳児死亡率＝                                      ×１，０００ 

                             １年間の出生数 

 

 

                         １年間の新生児（生後４週未満）死亡数 
      新生児死亡率＝                                         ×１，０００ 

                               １年間の出生数 

 

 

                          １年間の後期死産数＋１年間の早期新生児死亡数 

       周産期死亡率＝                                                   ×１，０００ 

                               １年間の出生数＋１年間の後期死産数 

 

            ※ 後期死産数とは、妊娠２２週以降の死産数をいう。 

                早期新生児死亡数とは、生後１週未満の死亡数をいう。 

 

 
                         １年間の死産数 

      死産率＝                                    ×１，０００ 

                    １年間の出産数（出生数＋死産数） 

 

 

                       １年間の婚姻件数 

       婚姻率＝                                 ×１，０００ 

                      １０月１日現在の人口 

 

 

                         １年間の離婚件数 

       離婚率＝                                 ×１，０００ 
                      １０月１日現在の人口 

 

 

       １年間の母の年齢別出生数  １５歳～４９歳までの合計 

  合計特殊出生率＝                   

     １０月１日現在の年齢別女性人口   （５歳階級で算出） 

 

 

 

      ※  数表の記号 

            －    計 数 の な い 場 合 

            …    計 数 不 明 の 場 合 
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